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第２次茨木市人権施策推進計画【概要】 計画期間（平成 29 年度～令和８年度）10 年間 

【計画の基本理念と構成】 

 

 

人権が本市行政のあらゆる場面において、

常に意識され、尊重されるとともに、これら

の実現に向けて取り組み、市民とともに人権

尊重のまちづくりを総合的かつ計画的に推

進するための計画として策定するものです。 

 

 

○ 一人ひとりがかけがえのない存在として 

尊重される差別のないまちづくり 

○ 誰もが個性や能力を生かして自己実現を 

図ることのできる豊かな人権文化の創造 
 

 

 

１ 計画策定の趣旨・背景 

２ 計画の位置づけ 

３ 計画の期間 

 

 

１ 茨木市の取組の現状と課題 

２ 市民意識調査からみた課題 

３ 近年の社会情勢を踏まえた施策課題 

 

 

 

１ 計画の基本理念 

２ 人権課題への取組に共通する基本方針 

３ 取り組むべき主要課題と施策の方向性 

 

 

 

１ 人権意識の高揚を図るための施策 

２ 人権擁護に関する施策 

 

 

１ 計画の推進体制 

２ 計画の評価と進行管理 

第２章 人権施策の現状と課題 

第３章 計画の基本理念と取り組むべき 

主要課題 

第４章 人権行政の推進－市行政の基盤 

    としての人権施策 

第５章 計画の推進にあたって 

【計画の３つのポイント】 

計画の基本的考え方 

 

基本理念 

第１章 計画策定の背景 

１ 取り組むべき主要課題 ２ 人権行政の推進 

 

１ 計画の推進体制                                           ２ 計画の評価と進行管理（ＰＤＣＡサイクルの確立） 

                                                        

３ 計画の推進体制等 

子どもの安全な居場所づくり／子どもの貧困対策 
いじめ等の権利侵害に対する相談支援体制の充実 

若者の自立支援／若者の就労支援 など 

（２）子ども・若者の問題 

基本理念 

市
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１ 人権意識の高揚を図るための施策 

２ 人権擁護に関する施策 

行政 

愛センター 

 

人権センター 人権啓発推進協議会 

社会教育・生涯学習施設 

企業 民間団体 

連携体制の強化 事業の検証・評価が 

可能な体制整備 

Ａ 見直し（Action） 

・事業内容の改善・見直し 

Ｐ 計画策定（Plan） 

・審議会の議論を踏まえた策定 

Ｄ 推進（Do） 

・計画に基づく事業の実施 

Ｃ 評価（Check） 

・自己点検、審議会・当事者等の評価 

③人権に関する学習機会の提供 

①人権啓発推進体制の確立  ④就労の場における人権文化の醸成 

②人権教育の充実   ⑤地域における人権文化の醸成 

 

（１）人権教育・啓発の推進 

 
①指導者・ボランティアの育成 ③自ら学び、行動する消費者市民の育成 

②当事者グループの支援と協働 

（２）人権教育・啓発に取り組む指導者の養成 

 

 
①ＮＰＯ・地域団体等の支援     ③当事者の参加の推進 

②市民参加によるまちづくりの推進 

（３）市民の主体的な人権教育・啓発に関する活動の促進 

 
①人権に関する情報収集・提供機能の充実  

②人権教育・啓発に関する調査・研究 

③災害時における災害弱者の支援体制の確立と地域連携の促進 

（４）人権教育・啓発に関する情報収集・提供機能の充実 

 
①教育の機会均等の確保と学習の場の充実 

②識字・日本語学習や基礎教育の学び直しの機会の提供 

（５）教育の機会均等の確保と学習の場の充実 

 

①当事者のエンパワメント、市民の主体的な判断・自己実現の支援 

②社会参加の促進と社会的障壁の除去・軽減 

③困難を抱える市民に対する情報提供・学習支援 

（１）市民の主体的な判断・自己実現の支援 

 

①人権にかかわる相談窓口の整備 ④庁内連携による相談対応の強化 

②相談機関との連携         

③相談事例等を通じた実態把握    

 

  

①人権救済・保護体制の強化  

②関係機関との連携の強化 

③地域における人権侵害の防止と保護・救済 

④就労の場における人権侵害からの保護・救済 

⑤各種生活支援サービスや福祉サービスの充実 

（２）人権にかかわる総合的な相談窓口の整備 

（３）人権救済・保護体制の充実 

インターネット上の権利侵害に関する相談・支援の充実 

子どものインターネット利用に関する権利保障の確保 

（８）インターネットを通じた人権侵害 

個人情報の保護の取組 

個人情報の適切な利用と管理についての体制整備 

（７）個人情報 

多文化共生社会の実現／日本語学習機会の提供 
学校教育における支援と国際理解教育の推進 
ヘイトスピーチ・ヘイトクライムの防止と適切な保護・救済 など 

（６）外国人問題 

人権文化の確立に向けた啓発の推進 

新しい課題に開かれた人権行政の推進 

（10）さまざまな人権問題 

適切な啓発と情報提供／学校教育における配慮 

多様な性のあり方を反映したライフスタイルの保障 
慣習的・制度的差別の解消 など 

（９）セクシュアル・マイノリティ 

障害者の権利と社会参加に関する啓発の推進／相談支援体制の整備 
雇用の促進／インクルーシブ教育システムの構築 
福祉サービスの充実／虐待の防止と権利擁護 など 

（４）障害者問題 

相談支援体制の充実／虐待の防止と権利擁護 

認知症対策の充実／介護保険サービスの充実 

社会参加の促進／雇用機会の拡大／災害時支援体制の整備 など 

（３）高齢者問題 

男女共同参画の推進／政策決定の場への女性の参画の推進 

仕事と家庭を両立できる労働環境の整備／相談・支援体制の充実 
人権侵害からの救済／関係団体・機関とのネットワーク 

（１）男女共同参画 

人権課題への取組に 

共通する基本方針 

 

１ すべての人にとって

価値あるものとして

の人権意識のかん養 

 

２ 自らと他者の人権の

擁護に積極的な態度

の育成 

 

３ 新しい課題に常に開

かれた取組 

 

４ ソーシャル・インク

ルージョンの観点か

らの人権の擁護 

啓発の推進／職場・地域における学習機会の充実／相談支援の充実
教育や労働、生活等にかかわる課題の解消の取組 

同和教育の再構築／交流や協働の取組の促進 など 

（５）同和問題 



通番
体系

(大)

体系

(中)
体系(小) 事業名 主担当課 令和元年度事業の取組と実績

10の主要

課題

令和元年度事業の取組と実績に

対する評価
事業の課題 改善方法

1 1 (1) ①人権啓

発推進体

制の確立

ローズＷＡＭ講座

等の開催

人権・男

女共生課

〔目的〕男女共同参画社会の実現をめざして､さまざまな機会を通し

て学習･啓発の充実を図る｡

〔概要〕各種講座を実施

〔実施日〕4月～3月

〔対象者〕市民

〔参加者〕8,097人

〔テーマ〕男女共同参画、女性活躍、暴力防止、ワークライフバラン

ス、セクシュアル・マイノリティ　ほか

〔場所〕男女共生センターローズWAM

(1)男女共

同参画

男女共同参画についての理解の

促進を図ることができた。

講座によっては参加者の

少ないものがある。

社会情勢や時代のニーズ

に合った内容を選定する

など、効果的な講座を継

続して実施する。

2 1 (1) ①人権啓

発推進体

制の確立

「男女共生セン

ターローズＷＡＭ

事業概要」の発行

人権・男

女共生課

〔目的〕男女共同参画計画に基づく実施事業をとりまとめ､今後の事

業推進の資料とする｡

〔概要〕年間を通して､実施した講座や事業内容についてまとめた冊

子を発行

〔種別〕冊子

〔発行月〕6月

〔発行部数〕500部

(1)男女共

同参画

男女共生センターローズＷＡＭ

事業概要を作成し、関係団体な

どに配布するなど、男女共同参

画に関する事業を広く市民に周

知することができた。

字体の不統一、ﾍﾟｰｼﾞﾚｲｱ

ｳﾄの不均一あるいは文章

ﾚｲｱｳﾄの煩雑さ等、第三

者が見たときの読み易さ

に課題がある。

より分かり易い冊子を作

成し、ローズＷＡＭ事業

への親しみがもてるよう

工夫する。

3 1 (1) ①人権啓

発推進体

制の確立

「男女共生セン

ターローズＷＡＭ

情報誌」の発行

人権・男

女共生課

〔目的〕男女共生センターローズWAMでの講座等を情報発信し､男女

共同参画社会への意識啓発とする｡

〔概要〕WAM通信を年1回発行

〔種別〕冊子

〔発行月〕11月

〔発行部数〕各11,000部

(1)男女共

同参画

WAM通信を作成し、男女共同

参画に関するトピック記事や講

座等の情報を発信することで、

男女共同参画社会への意識啓発

となった。

今後も継続して実施し､

啓発に努める。

社会情勢や時代のニーズ

に合った内容を選定する

とともに、手に取りたい

と思うような紙面を作成

し、より効果的な啓発と

なるよう工夫する。

1 



通番
体系

(大)

体系

(中)
体系(小) 事業名 主担当課 令和元年度事業の取組と実績

10の主要

課題

令和元年度事業の取組と実績に

対する評価
事業の課題 改善方法

4 1 (1) ①人権啓

発推進体

制の確立

憲法月間記念講演

会の開催

人権・男

女共生課

〔目的〕憲法第11条に定められた永久不可侵の基本的人権について､

市民の人権意識の高揚を図る｡

〔概要〕憲法月間(5月)に著名人を招き､人権に関するテーマで講演会

を実施

〔実施日〕5月24日

〔対象者〕市民

〔参加者〕195人

〔テーマ〕私たちはなぜ生まれてきたのか？

　～小説「あん」でハンセン病快復者の人生を描いた意味～

〔講師〕ドリアン　助川さん (作家)

〔場所〕市民総合センター(クリエイトセンター)センターホール

(10)さま

ざまな人

権問題

市民が人権問題を再認識するた

めのきっかけづくりとなった。

より多くの方に参加いた

だけるよう工夫が必要。

多くの市民が参加できる

よう開催する曜日や時間

等を検討する。

2 



通番
体系

(大)

体系

(中)
体系(小) 事業名 主担当課 令和元年度事業の取組と実績

10の主要

課題

令和元年度事業の取組と実績に

対する評価
事業の課題 改善方法

5 1 (1) ①人権啓

発推進体

制の確立

人権啓発講演会の

開催

人権・男

女共生課

〔目的〕市民の人権意識の高揚と人権が尊重される社会の実現を図る｡

〔概要〕講師を招き､人権に関するテーマで講演会を実施

(1)豊川いのち・愛・ゆめセンター

〔実施日〕①６月12日②10月25日③３月25日（新型コロナウイルス感染拡大

防止対策のため中止）

〔対象者〕①小学生及び教師②③市民

〔参加者〕①22人②32人

〔テーマ〕①いのち・愛・ゆめセンターの名前の由来から人権課題について学

ぶ②ひきこもりの孤独・孤立を知る③自殺予防について～もし死にたいと言わ

れたら～

〔講師〕①豊川いのち・愛・ゆめセンター相談員②上村喜代栄さん（茨木市子

ども・若者自立支援センター「くろす」）③松永浩一（とよかわ福祉会所属）

〔場所〕豊川いのち・愛・ゆめセンター

(2)沢良宜いのち・愛・ゆめセンター

〔実施日〕①1月24日②2月12日③2月29日

〔対象者〕市民

〔参加者〕①60人②83人③中止

〔テーマ(講師)〕

①若者から見た部落問題のいま ②こんなアタシに誰がした③ジャワ島の伝統音

楽と優雅な王宮舞踊を！

〔場所〕沢良宜いのち・愛・ゆめセンター

(3)総持寺いのち・愛・ゆめセンター

〔実施日〕①8月10日②8月10日③12月7日

〔対象者〕市民

〔参加者〕①12人②19人③39人

〔テーマ〕①戦争紙芝居②戦争体験③ハンセン病問題

〔講師〕①野村啓子さん(ボランティア)②山崎茂和さん(ボランティア)③青木

美憲さん

〔場所〕総持寺いのち・愛・ゆめセンター

(10)さま

ざまな人

権問題

平成27年度以降、地域交流促

進事業として、外部の事業者へ

委託することで、参加者の増加

につながっている。部落差別や

感染症にまつわる差別問題、引

きこもりへの理解に関するテー

マなど、最新の課題を取り上げ

ることで、集客につながった。

人権課題について、より

身近なこととして捉えて

もらえるような機会を提

供する必要がある。

効果的な事業実施に向け

て、受託者と連携を図

る。

6 1 (1) ①人権啓

発推進体

制の確立

懸垂幕の掲出 人権・男

女共生課

･人権･平和に関する啓発

  ｢つなげよう　笑顔のバトン　どこまでも　人権作品入選作｣

 ｢人権擁護宣言都市 茨木市｣

 ｢わがまちは非核平和で明るい暮らし｣

･男女共同参画に関する啓発

 ｢男女共同参画社会をめざそう!｣

(10)さま

ざまな人

権問題

人権・平和に関する市の姿勢や

考え方を多くの市民に周知・啓

発することができた。

引き続き、継続的に取り

組む。

3 



通番
体系

(大)

体系

(中)
体系(小) 事業名 主担当課 令和元年度事業の取組と実績

10の主要

課題

令和元年度事業の取組と実績に

対する評価
事業の課題 改善方法

7 1 (1) ①人権啓

発推進体

制の確立

啓発紙「虹のひろ

ば」の発行支援

人権・男

女共生課

〔目的〕市民の人権意識の高揚を図る。

〔概要〕茨木市人権啓発推進協議会が身近な人権をテーマに、見やす

い紙面に構成し発行する啓発紙の作成に協力した。自治会加盟世帯に

回覧

〔種別〕啓発紙

〔発行日〕2月15日

〔発行部数〕14,500部

(10)さま

ざまな人

権問題

不登校・ひきこもりの問題に取

組む団体や中条小学校区人権啓

発推進委員会からの報告、また

学校における「いのち」の大切

さを実感できる取組を特集し

た。

継続して実施する。

8 1 (1) ①人権啓

発推進体

制の確立

メンタルヘルス等

に関する啓発講演

会の開催

保健医療

課

〔概要〕大阪精神科診療所協会が行った講演会の後援。

〔実施日〕令和２年１月19日（日）

〔対象者〕市民及び関係機関職員

〔参加者〕57人

〔内容〕依存（スマホ・ネット等）と不登校

〔講師〕いちメンタルクリニック理事長・院長　一岩　智明氏

〔場所〕立命館いばらきフューチャープラザ

(10)さま

ざまな人

権問題

関係機関等と連携して実施する

ことで、市民にとって身近な心

の問題に触れることができた。

今後も関係機関等と連携

を行い、メンタルヘルス

等に関する講演会の開催

に取り組む。

今後も大学や団体等と連

携し、取り組む。

9 1 (1) ①人権啓

発推進体

制の確立

ごみ集積場所看板

に標語の印刷

環境事業

課

ごみ集積場所看板に標語｢守ろう人権･許すな差別｣を印刷し、人権啓

発を図る。

(10)さま

ざまな人

権問題

啓発物により市民の人権に関す

る認知度を高める効果がある。

継続して実施する。

10 1 (1) ①人権啓

発推進体

制の確立

児童虐待防止に向

けた取組(児童虐

待防止推進月間)

子育て支

援課

大きな社会問題となっている、児童虐待の状況に対して、広く市民に

児童虐待防止の啓発を行うため、令和元年11月１日から30日まで、

児童虐待防止推進月間啓発マグネットシートを市公用車に貼付けた。

また市民参加によるオレンジリボンのツリーを市役所本館、南館、合

同庁舎、ローズWAM、中央図書館の５か所に設置し、児童の福祉に

関連する職務に従事する職員にオレンジリボンの着用を依頼した。

(2)子ど

も・若者

の問題

児童虐待に関する相談件数は依

然として増加傾向にあり、特

に、子どもの生命が奪われるな

ど、痛ましい事件は後を絶たな

い。児童虐待の問題は、社会全

体が継続して取り組む、重大な

課題である。児童虐待を未然に

防ぐための、具体的な数値目標

を立てることは困難であるが、

市民、関係団体、市職員等に、

関心と理解を得られる、企画、

事業展開を行うことができた。

児童虐待に関する痛まし

い事件は、後を絶たず、

社会に与える影響も多大

である。

令和２年度も啓発活動を

通じて、児童虐待の防止

及び早期発見に努める。

4 



通番
体系

(大)

体系

(中)
体系(小) 事業名 主担当課 令和元年度事業の取組と実績

10の主要

課題

令和元年度事業の取組と実績に

対する評価
事業の課題 改善方法

11 1 (1) ①人権啓

発推進体

制の確立

人権教育夏季研究

集会の開催

学校教育

推進課

〔目的〕教育現場や地域で進められている人権教育､人権啓発の取組

みについて､教職員や市民等が共に学び考える場とする｡

〔概要〕茨木市人権教育夏季研究集会

〔実施日〕7月24日

〔対象者〕幼・小・中学校園教職員並びにＰＴＡ、市民等

〔参加者〕924人

〔テーマ〕「寝た子」はネットで起こされる！？

　　　　　　～ネット社会と部落差別の現実～

〔講師〕　川口　泰司（かわぐち　やすし）さん

〔場所〕立命館大学大阪茨木キャンパスフューチャープラザ

(5)同和問

題

教育現場や地域で進められてい

る人権教育､人権啓発の取組み

について､教職員や市民等が共

に学び考える場となった。

参加率の低い学校と高い

学校の差が激しい。

校長会を通じて、各学校

の教職員へ周知を行う。

12 1 (1) ②人権教

育の充実

「男女共同参画計

画実施状況報告

書」の発行

人権・男

女共生課

男女共同参画計画に基づく「男女共同参画計画推進状況報告書」を作

成し、公表した。

なお、昨年度までの報告書では、事業課題や今後の方向性等が不明確

であったため、調査方法等を変更した。

〔発行数〕50部

〔送付先〕関係課、関係機関、男女共同参画推進登録団体

〔公表方法〕市ホームページ、庁内ネットワーク「いこ＠ねっと」

(1)男女共

同参画

男女共同参画計画推進状況報告

書の調査方法等を変更したこと

によって、各課の事業の進捗状

況がより明確になった。

担当課によって意識の違

いがあるため、今後も男

女共同参画の視点の重要

性について各課に働きか

けていく必要がある。

今後も、効果的な働きか

けについて研究してい

く。

13 1 (1) ②人権教

育の充実

広報いばらきの発

行

まち魅力

発信課

各課が所管する人権関連の記事を広報誌に掲載し、市民の人権意識の

啓発に努めた。

(10)さま

ざまな人

権問題

より多くの方々に広報いばらき

を読んでいただけるよう誌面作

りに工夫を重ねた。

今後も継続して各課所管

の人権啓発記事を掲載す

る。

14 1 (1) ②人権教

育の充実

生涯学習情報誌

「Ｎｅｘｔ Ｓｔ

ａｇｅ」の発行

文化振興

課

〔目的〕

人権問題を生涯学習のテーマのひとつとして､身近な学習の場を提供

し人権意識の高揚を図る｡

〔事業内容〕

市や市の関係団体、国・府の機関、市内大学・病院が実施する人権講

座等の生涯学習情報集約し、紙媒体・HPにて生涯学習情報を発信す

る。

〔発行月〕

8月、12月、4月/年３回、

〔発行部数〕

各4,300冊発行

(10)さま

ざまな人

権問題

昨年度から引き続き、生涯学習

情報を集約するとともに、HP

による情報発信や駅のデジタル

サイネージで情報誌発行のお知

らせを行ったことで、参加率が

上昇している講座もある。

若い世代等の中で生涯学

習情報を必要としている

人に対して、情報発信方

法を検討する必要があ

る。

SNSの活用を検討するな

ど、今後もできる限り多

くの情報を集約・発信

し、参加率の向上に努め

る。

5 



通番
体系

(大)

体系

(中)
体系(小) 事業名 主担当課 令和元年度事業の取組と実績

10の主要

課題

令和元年度事業の取組と実績に

対する評価
事業の課題 改善方法

15 1 (1) ②人権教

育の充実

「男女共同参画情

報誌」の発行

人権・男

女共生課

小学生、中学生に人権・男女共同参画啓発カレンダーを配布した。

・小学１年生向け：HAPPY WORLD～笑顔がいっぱい～

・中学１年生向け：Let's think!!～あなたの大切なものは何ですか？

～

〔発行数〕

小学１年生3,800部、中学１年生3,600部

(10)さま

ざまな人

権問題

市内の小学１年生、中学１年生

に配布するとともに、小中学校

の各教室にも掲示してもらい、

通年を通して、身の回りの様々

な人権課題に気づくきっかけづ

くりとなる情報を提供すること

ができた。また、対象者にとっ

てわかりやすい啓発冊子とする

ため、掲載する情報の見直し等

行った。

引き続き用語や掲載情報

について見直していく必

要がある。

わかりやすい表現を意識

するとともに、必要に応

じて新しいテーマを取り

入れた情報内容とする。

16 1 (1) ②人権教

育の充実

「地域情報誌

(紙)」の発行

人権・男

女共生課

〔目的〕いのち･愛･ゆめセンターで実施する各種事業の周知や人権に

関する情報を提供し､センターの利用促進及び人権啓発を推進する｡

(1)豊川いのち・愛・ゆめセンター

①「ｉセンターだより」〔発行部数〕年２回、各4,750部〔対象〕豊

川中学校区

②地域情報誌「るーぷ豊川」〔発行部数〕年２回、各4,750部〔対

象〕豊川中学校区

(2)沢良宜いのち・愛・ゆめセンター

｢ｉセンターだより｣〔発行部数〕年４回、各6,000部

〔対象〕葦原小学校区

(3)総持寺いのち・愛・ゆめセンター

①「ｉセンターニュース」

〔発行部数〕年２回、各10,500部

〔対象〕三島中学校区

②地域情報誌「みしま」

〔発行部数〕年２回、各10,500部

〔対象〕三島中学校区

(10)さま

ざまな人

権問題

紙面の充実のため、ローズ

WAMの担当者との交流を図っ

た。

大学での取組みを一部掲載し、

学内で周知してもらう等、官学

協働による発信を行った。

効果的な情報発信によ

り、センター利用者の

増、人権啓発を推進す

る。

より目にとまりやすいよ

う、カラー印刷にする。

（豊川）

6 



通番
体系

(大)

体系

(中)
体系(小) 事業名 主担当課 令和元年度事業の取組と実績

10の主要

課題

令和元年度事業の取組と実績に

対する評価
事業の課題 改善方法

17 1 (1) ②人権教

育の充実

人権作品募集及び

表彰の実施

人権・男

女共生課

〔目的〕市民に同和問題をはじめとする人権問題を啓発し、人権尊重

の精神の徹底を図る。

〔概要〕

(1)茨木市人権啓発推進協議会が①ポスター②写真・映像③作文・詩

④標語を募集

(2)総持寺いのち・愛・ゆめセンターで①ヒューマンワード②標語を

募集

〔対象者〕

(1)15歳以上の市内在住・在学・在勤者

(2)市内在住・在学・在勤者

〔表彰日〕

(1)12月12日

(2)2月15日

(10)さま

ざまな人

権問題

(1)たくさんの応募があり、標

語が８点、詩が１点、作文が３

点、ポスターが６点入選した。

（2)たくさんの応募があり、

ヒューマンワードが１点、標語

が５点入選した。

市民参加により人権問題

を啓発できる取組である

ことから継続して実施す

る。

18 1 (1) ②人権教

育の充実

人権作品の募集及

び発表会の開催

学校教育

推進課

〔目的〕人権作品の制作を通して家族､友だち､仲間等身近な人とのか

かわりから自分の気持ちや行動を振り返り､人権を大切にするメッ

セージを絵画等に描く｡

〔概要〕人権を大切にするメッセージを描いた絵画等を募集し､入選

作の発表会を開催するとともに､作品集500部を作成

〔場所〕生涯学習センターきらめき

(10)さま

ざまな人

権問題

人権学習のカリキュラムに位置

付けた取組みとして定着してい

る。発表会や作品集としてまと

めることにより、制作した児童

生徒が達成感を味わうととも

に、人権尊重のメッセージを発

信することができた。

募集は任意のため、全校

が応募していない。

応募した学校の児童生徒

の変容を伝え、周知す

る。

19 1 (1) ②人権教

育の充実

茨木市人権教育研

究協議会との連携

学校教育

推進課

〔目的〕人権教育の機軸に同和教育を位置づけ､部落差別解消をはじ

めとした人権の確立をめざす｡

〔概要〕教職員による人権教育の実践を促す｡

(10)さま

ざまな人

権問題

次世代教職員の育成の取組みや

校区連携により、人権教育の実

践を進めることができた。

経験の浅い教職員が増加

することにより、教職員

全員が理解できていな

い。

多くの教職員が参加でき

るように広い研修会場を

設定する。

直面する人権課題をより

踏まえた内容で取組む。

20 1 (1) ③人権に

関する学

習機会の

提供

広報ビデオ・

DVDの貸出

まち魅力

発信課

各課で制作したDVD･ビデオの貸出を行った｡ (1)男女共

同参画

年間で1件の貸出があったが、

人権に関連したDVD等は0件で

あった。

貸出件数の状況を鑑み、

事業の継続について検討

する。

7 



通番
体系

(大)

体系

(中)
体系(小) 事業名 主担当課 令和元年度事業の取組と実績

10の主要

課題

令和元年度事業の取組と実績に

対する評価
事業の課題 改善方法

21 1 (1) ③人権に

関する学

習機会の

提供

男女共同参画推進

本部研修会の開催

人権・男

女共生課

男女共同参画推進本部研修会を開催した。

〔実施日〕令和元年12月13日（金）

〔内容〕性的マイノリティについて

〔参加者〕144人

(1)男女共

同参画

毎年職員研修の一環として実施

しており、様々な人権課題を学

習し、再確認する機会として有

意義な項目である。

研修会のテーマや構成を

工夫し、継続して実施す

る。

22 1 (1) ③人権に

関する学

習機会の

提供

生涯学習センター

講座の開催

文化振興

課

〔目的〕

人権を重要なテーマとして位置づけ､学ぶことを通して自分自身の可

能性を発見する｡

〔事業内容〕

生涯学習の教養･実技講座を行う｡

〔テーマ〕

・きらめき講座

人権コース｢出会いの人間学(７)｣

〔参加者〕

・きらめき講座：１講座24名　年間27回

〔開催場所〕

茨木市立生涯学習センター

(10)さま

ざまな人

権問題

昨年度から引き続き、きらめき

講座による人権学習を実施した

が、市内大学連携講座は未開催

であったため、人権学習の機会

の提供が減少した。

市内大学の現状及び実施

の可能性について、調整

する必要がある。

市内大学連携講座の開催

に向けて、各大学のニー

ズ等の把握を行う。

23 1 (1) ③人権に

関する学

習機会の

提供

パネル展の開催 人権・男

女共生課

〔目的〕市民の人権意識の高揚を図るため､情報提供を行う｡

〔概要〕いのち･愛･ゆめセンターで①非核平和②ハンセン病に関する

パネル展を開催

〔日時〕①豊川8月15日～8月21日、沢良宜8月6日～8月10日、総持

寺8月5日～8月10日　②豊川６月８日～６月21日、沢良宜６月22日

～７月９日、総持寺7月11日～7月27日、12月2日～12月21日

(10)さま

ざまな人

権問題

非核平和展と同時に、非核平和

に関するイベント（豊川では絵

本・ＤＶＤの展示、沢良宜では

非核平和の語り、総持寺では、

聞きとり学習）を開催し、集客

に効果があり、人権に関する学

習機会の提供を図ることができ

た。

人権課題について、より

身近なこととして捉えて

もらえるような機会を提

供する。

見学者の増加を図るた

め、周知方法やイベント

内容を検討する。

24 1 (1) ③人権に

関する学

習機会の

提供

非核平和展の開催 人権・男

女共生課

〔概要〕業者委託により、テーマを定めてパネル展示や模型など工夫

を凝らした平和展を開催

〔実施日〕7月30日～8月4日

〔来場者数〕　2,189人

〔テーマ〕「沖縄戦とひめゆり学徒隊」、高校生が描いたヒロシマ

「原爆の絵画展」

〔場所〕中央図書館･市役所南館１階交流コーナー・ロビー

(10)さま

ざまな人

権問題

毎年テーマを変えながら実施し

ており、市民に戦争の悲惨さや

平和の尊さを今一度考える機会

を提供することができた。

平和展の内容を精査しな

がら引き続き実施する。

8 



通番
体系

(大)

体系

(中)
体系(小) 事業名 主担当課 令和元年度事業の取組と実績

10の主要

課題

令和元年度事業の取組と実績に

対する評価
事業の課題 改善方法

25 1 (1) ③人権に

関する学

習機会の

提供

人権講演会の開催

支援

人権・男

女共生課

〔目的〕人権意識の普及・高揚を図る。

〔概要〕茨木市人権センターによる講演会を実施

〔実施日〕5月31日

〔対象者〕市民

〔参加者〕91人

〔テーマ〕認知症の向こう側にある心　～おじいちゃんから孫に伝え

てくれたもの～

〔講師〕岩崎　順子さん(いのちの講演家)

〔場所〕福祉文化会館302号室

(10)さま

ざまな人

権問題

前年度より参加人数が増加し

た。認知症になった方の人権や

その周りの人たちの接し方につ

いて学ぶ機会となった。啓発の

推進のためさらに参加者を増や

す必要がある。

タイムリーな人権課題を

テーマに継続して実施す

る。

26 1 (1) ③人権に

関する学

習機会の

提供

人権を考える市民

のつどいの共催

人権・男

女共生課

〔目的〕人権意識の普及・高揚を図る。

〔概要〕12月4日から10日までの「人権週間」にあわせて、著名人を

招き、茨木市人権センターや教育委員会と共催で講演会を実施

〔実施日〕12月12日

〔対象者〕市民

〔参加者〕282人

〔テーマ〕みんな違ってみんないい

〔講師〕オスマン　サンコンさん(タレント、ギニア日本交流協会顧

問)

〔場所〕市民総合センター(クリエイトセンター)センターホール

(10)さま

ざまな人

権問題

多文化共生や障害等、さまざま

な人権課題についての講演であ

り、参加者の人権に対する意識

の向上が図られた。

参加者数が減少傾向にあ

り、より多くの方に参加

いただけるよう検討が必

要。

人権課題が多様化する中

で、テーマ設定や講師選

定の検討が必要である。

27 1 (1) ③人権に

関する学

習機会の

提供

人権バスツアーの

支援

人権・男

女共生課

〔目的〕人権に関する施設や地域を訪れることにより、人権意識の向

上をめざす。また人権問題への関心を持ってもらう機会とする。

〔概要〕茨木市人権センターによる人権関係施設等の現地研修

〔実施日〕9月27日

〔対象者〕市民

〔参加者〕83人

〔内容〕和歌山県広川町、稲むらの火の館

(10)さま

ざまな人

権問題

３D映像による津波の再現やド

ラマの見学、館長による講話等

を聴き、防災について意識向上

を図ることができた。

人権に関する施設等の情

報収集を行い、継続して

実施する。
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通番
体系

(大)

体系

(中)
体系(小) 事業名 主担当課 令和元年度事業の取組と実績

10の主要

課題

令和元年度事業の取組と実績に

対する評価
事業の課題 改善方法

28 1 (1) ③人権に

関する学

習機会の

提供

親子人権バスツ

アーの支援

人権・男

女共生課

〔目的〕人権に関する施設や地域を訪れることにより、人権意識の向

上をめざす。また人権問題への関心を持ってもらう機会とする。

〔概要〕茨木市人権センターによる人権関係施設等の現地研修

〔実施日〕７月26日

〔対象者〕市内在住の小、中学生とその保護者

〔参加者〕28人

〔場所〕あいとうエコプラザ菜の花館（滋賀県東近江市）、アクア琵

琶（大津市）

(10)さま

ざまな人

権問題

廃食油を使ったキャンドル作り

等の体験を通した環境と、治水

や水資源等について学習した。

例年以上の参加があり、また参

加者の満足度の高いものとなっ

た。

親子、特に子どもが興味

を持つ人権課題をリサー

チし、継続して実施する

29 1 (1) ③人権に

関する学

習機会の

提供

市民人権講座の開

催支援

人権・男

女共生課

〔目的〕市民の人権意識向上に向け、昼間の啓発に参加しにくい市民

を対象とした人権講座を開催する。

〔概要〕茨木市人権センターによる夜間での人権講座の実施

〔実施日〕①7月17日②8月22日③9月20日

〔対象者〕市民

〔参加者〕①13人②14人③7人

〔テーマ〕①ハンセン病問題を考える②外国人労働者の人権～技能実

習生問題について～③LGBT　多様な性、知っていますか?

〔講師〕①宮前千雅子さん(関西大学人権問題研究室)②四方久寛さん

（大阪労災・労働法律事務所　弁護士）③クワミ正希さん(LGBTsア

クティビスト)

〔場所〕市役所合同庁舎6階人権図書閲覧室

(10)さま

ざまな人

権問題

多くの市民に参加いただける時

間設定と、タイムリーな人権課

題のテーマであったので、前年

度より参加者は増加した。

タイムリーな人権課題を

テーマに継続して実施す

る。
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通番
体系

(大)

体系

(中)
体系(小) 事業名 主担当課 令和元年度事業の取組と実績

10の主要

課題

令和元年度事業の取組と実績に

対する評価
事業の課題 改善方法

30 1 (1) ③人権に

関する学

習機会の

提供

人権啓発研修会の

開催支援

人権・男

女共生課

〔目的〕人権啓発を推進する人材の育成

〔概要〕茨木市人権啓発推進協議会による人権をテーマにした研修会

〔実施日〕①10月29日②11月14日③11月27日

〔対象者〕市民

〔参加者〕①36人②55人③34人

〔テーマ〕①いのちの大切さを伝える②ひきこもり支援の次へ～孤独

と孤立を考える～③健常者～障害者～アスリート　私の過去・現在・

未来(夢)

〔講師〕①武　るり子さん(少年犯罪被害者当事者の会代表)②上村喜

代栄さん（市子ども若者自立支援センターくろす　主任カウンセ

ラー）③木下裕季子さん(NPO法人日本障害者スポーツ射撃連盟所属

パラアスリート）

〔場所〕市民総合センター(クリエイトセンター)302号室

(10)さま

ざまな人

権問題

テーマや周知対象を検討するこ

とにより、成果を上げることが

できた。

啓発の推進のためさらに

参加者を増やす必要があ

る。

タイムリーな人権課題を

テーマに継続して実施す

る。

31 1 (1) ③人権に

関する学

習機会の

提供

茨木市人権教育夏

季研究集会(市民

啓発分科会)の開

催

人権・男

女共生課

〔目的〕地域で進める人権教育の取り組みについてともに考える。

〔概要〕茨人研等と共催、教育委員会の後援により茨木市人権啓発推

進協議会（茨人研等と共催、教育委員会の後援）による草の根の人権

啓発の報告会

〔実施日〕７月24日

〔対象者〕市民

〔参加者〕66人

〔テーマ〕①中条小学校区人権啓発推進委員会からの実践報告②地域

で取り組んでいる子ども若者支援等について

〔講師〕①畠山眞悟さん(中条小学校区人権啓発推進委員会会長)

長)②奥本匡伸さん(ＮＰＯ法人はっちぽっち)

〔場所〕茨木市立男女共生センターローズWAM501号､502号

(10)さま

ざまな人

権問題

テーマや周知対象を検討するこ

とにより、成果を上げることが

できた。

啓発の推進のためさらに

参加者を増やす必要があ

る。

地域での人権問題に取組

む実践報告を掘り起こし

継続して実施する。
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通番
体系

(大)

体系

(中)
体系(小) 事業名 主担当課 令和元年度事業の取組と実績

10の主要

課題

令和元年度事業の取組と実績に

対する評価
事業の課題 改善方法

32 1 (1) ③人権に

関する学

習機会の

提供

人権問題研修会の

開催

保健医療

課

〔目的〕悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞き、必要な支援に

つなげることが出来る「ゲートキーパー」を養成する。

〔概要〕出前講座の依頼を受けて、ゲートキーパー養成講座を実施。

〔実施日〕①10月16日②12月６日③２月７日

〔対象者〕①茨木市自殺対策ネットワーク連絡会会員②市職員・ユー

スプラザ職員③市民

〔参加者〕①33人②９人③18人

〔講師〕保健師、保健所精神保健福祉士

〔場所〕①保健医療センター②市役所③つどいの広場（あっぷるはう

す）

(10)さま

ざまな人

権問題

前年度よりも多くのゲートキー

パー養成講座を実施することが

出来たが、市民の参加が少な

い。

より多くの市民にゲート

キーパー養成講座に参加

してもらえるよう、周知

を行う。

市HPや広報、SNS等の

活用しゲートキーパー養

成講座の周知を行う。

33 1 (1) ③人権に

関する学

習機会の

提供

公民館における人

権学習会の開催

社会教育

振興課

〔目的〕人権意識の普及、高揚を図る。

〔概要〕学習会等を開催

〔対象者〕市民

〔場所〕各公民館・コミュニティセンター・各小学校

(10)さま

ざまな人

権問題

各公民館の実情やニーズに応じ

た取組を進めることができた。

現代的課題・地域課題の

解決に向けた取り組みを

推進する必要がある。

各公民館で企画立案運営

し、実情やニーズに応じ

た取組を行う。

34 1 (1) ③人権に

関する学

習機会の

提供

公民館における人

権学習会の開催

社会教育

振興課(清

溪公民館)

〔テーマ〕[清溪地区の歴史・文化と人権」

〔実施日〕１月１３日

〔対象者〕市民

〔参加者〕６０人

〔場　所〕清溪公民館

(10)さま

ざまな人

権問題

公民館の実情やニーズに応じ、

取組を進めることができた。

現代的課題・地域課題の

解決に向けた取り組みを

推進する必要がある。

各公民館で企画立案運営

し、実情やニーズに応じ

た取組を行う。

35 1 (1) ③人権に

関する学

習機会の

提供

公民館における人

権学習会の開催

社会教育

振興課(東

公民館)

〔テーマ〕「生きづらさをかかえる子どもと家族・支援者ができるこ

と」

〔実施日〕２月２日

〔対象者〕市民

〔参加者〕１９人

〔場　所〕東小学校

(10)さま

ざまな人

権問題

公民館の実情やニーズに応じ、

取組を進めることができた。

現代的課題・地域課題の

解決に向けた取り組みを

推進する必要がある。

各公民館で企画立案運営

し、実情やニーズに応じ

た取組を行う。

36 1 (1) ③人権に

関する学

習機会の

提供

公民館における人

権学習会の開催

社会教育

振興課(安

威公民館)

〔テーマ〕「人権啓発推進の概要」レバノンホーム見学

〔実施日〕２月５日

〔対象者〕市民

〔参加者〕１９人

〔場　所〕安威公民館・児童養護施設レバノンホーム

(10)さま

ざまな人

権問題

公民館の実情やニーズに応じ、

取組を進めることができた。

現代的課題・地域課題の

解決に向けた取り組みを

推進する必要がある。

各公民館で企画立案運営

し、実情やニーズに応じ

た取組を行う。
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通番
体系

(大)

体系

(中)
体系(小) 事業名 主担当課 令和元年度事業の取組と実績

10の主要

課題

令和元年度事業の取組と実績に

対する評価
事業の課題 改善方法

37 1 (1) ③人権に

関する学

習機会の

提供

公民館における人

権学習会の開催

社会教育

振興課(白

川公民館)

〔テーマ〕「自己肯定感を育むために、人を大切にするってどういう

こと？」

〔実施日〕１２月１９日

〔対象者〕市民

〔参加者〕３０人

〔場　所〕白川公民館

(10)さま

ざまな人

権問題

公民館の実情やニーズに応じ、

取組を進めることができた。

現代的課題・地域課題の

解決に向けた取り組みを

推進する必要がある。

各公民館で企画立案運営

し、実情やニーズに応じ

た取組を行う。

38 1 (1) ③人権に

関する学

習機会の

提供

公民館における人

権学習会の開催

社会教育

振興課(沢

池公民館)

〔テーマ〕「子どもとのコミュニケーションを考える」

〔実施日〕１０月１９日

〔対象者〕市民

〔参加者〕６０人

〔場　所〕沢池小学校

(2)子ど

も・若者

の問題

公民館の実情やニーズに応じ、

取組を進めることができた。

現代的課題・地域課題の

解決に向けた取り組みを

推進する必要がある。

各公民館で企画立案運営

し、実情やニーズに応じ

た取組を行う。

39 1 (1) ③人権に

関する学

習機会の

提供

青年による人権啓

発事業

社会教育

振興課

様々な人権問題の解決をめざし､人権啓発事業の実施を通じて､青年た

ちの自主性･主体性の育成を図るため、公募の市民(青年)による実行

委員会により啓発事業を行った。

〔実施日〕10月26日

〔参加者〕29人

〔テーマ〕若者×人権～部落問題のいま～

〔講師〕Demo代表・教育コーディネーター

　　　　　武田　緑さん

〔場所〕男女共生センターローズＷＡＭ

(10)さま

ざまな人

権問題

講師の様々な体験談から、若者

の視点から見た部落問題につい

て考えることができた。他市の

人権関係施設等への広報により

他市からの参加を得ることがで

きたが、参加者は昨年度より減

少した。

実行委員会の成り手が不

足し、事業参加者も年々

減少している。

新たな実行委員確保に努

めるとともに、従来の手

法にとらわれず、柔軟な

視点で事業実施方法等に

ついて検討する。

40 1 (1) ③人権に

関する学

習機会の

提供

小中学校管理職人

権教育研修の実施

学校教育

推進課

〔目的〕校長･教頭の人権尊重の精神･意識を高める｡

〔概要〕校長人権教育研修・教頭人権教育研修

〔実施日〕4月25日、5月27日

〔対象者〕小中学校長・教頭

〔テーマ〕（校長）同和問題（教頭）セクシュアル・ハラスメント

〔講師〕野田　博之　氏・上出　仁美　氏

(10)さま

ざまな人

権問題

人権が尊重された学校づくり、

人権教育の推進について管理職

の意識を高めることができた。

経験年数の浅い管理職が

増加しているため、学校

の課題について把握でき

ていない。

学校訪問等で学校の課題

を把握することで、研修

の内容をより充実させ

る。
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通番
体系

(大)

体系

(中)
体系(小) 事業名 主担当課 令和元年度事業の取組と実績

10の主要

課題

令和元年度事業の取組と実績に

対する評価
事業の課題 改善方法

41 1 (1) ③人権に

関する学

習機会の

提供

教職員研修会の開

催

学校教育

推進課

〔目的〕教職員の人権尊重の精神･意識の育成を図る｡

〔概要〕人権教育研修A､B､C､D

〔実施日〕5月22日、6月27日、1月28日、2月21日（中止）

〔対象者〕小中教職員

〔講師〕西村　大樹氏、上田　智之氏、

中野　康宏氏、髙垣　政志氏

〔場所〕茨木市教育センター

(10)さま

ざまな人

権問題

同和問題、集団づくり、男女平

等、在日外国人教育と様々な人

権課題に係る研修を実施し、教

職員の人権感覚を高めることが

できた。

経験の浅い教職員が増加

することにより、教職員

全員が理解できていな

い。

参加者の意識を高めるだ

けではなく、各校での実

践によりつながる研修内

容を取り入れていく。

42 1 (1) ③人権に

関する学

習機会の

提供

人権教育冬季研究

集会の開催

学校教育

推進課

〔目的〕市内幼･小･中学校園における人権教育の取組みを交流し､研

究協議をすることで､実態課題を明らかにし､人権教育をより広げ深め

る｡

〔概要〕市内幼･小･中学校園における人権教育の取組の交流と研究討

議

〔実施日〕２月５日

〔対象者〕幼小中教職員

〔場所〕茨木小学校

(10)さま

ざまな人

権問題

市内幼・小・中学校における人

権教育の取組みを通して交流

し、研究討議することで、各

幼・小・中学校の取組みの達成

状況を確認することができた。

教職員が参加できる時間

帯を設定する必要があ

る。

参加者、共同研究者から

のアンケートにより、そ

の意見を研修会の内容等

に反映する。

43 1 (1) ③人権に

関する学

習機会の

提供

環境教育研修会の

開催

教育セン

ター

〔概要〕自然や環境に対する関心を培う教育を充実させるため､新任

教職員対象に研修会を実施した。

・研修会　７月29日～30日に実施

〔参加者〕計70人

〔講師〕茨木市職員等

〔場所〕青少年野外活動センターほか

(10)さま

ざまな人

権問題

市内の自然や青少年野外活動セ

ンターについての理解を深め、

各小学校で実施している自然体

験学習や校外学習等その他、教

育活動に活かすことができた。

研修の内容の精査が必要

である。

引き続き、研修内容を精

選し、新任教職員研修と

して実施していく。

44 1 (1) ③人権に

関する学

習機会の

提供

ハンセン病問題啓

発パネル展

人権・男

女共生課

〔概要〕川端康成生誕120周年記念企画展「ハンセン病にふれた川端

康成」の実施に合わせて、来館者等へのハンセン病問題への理解促進

に向け、パネル展を開催した。同時に、各いのち・愛・ゆめセンター

において同様のパネル展を開催することにより、啓発効果を高めた。

〔実施日〕①6月8日～7月28日②6月8日～22日③6月25日～7月9日

④7月11日～27日

〔場所〕①川端康成文学館ロビー②豊川いのち・愛・ゆめセンター③

沢良宜いのち・愛・ゆめセンター④総持寺いのち・愛・ゆめセンター

〔参加者〕合計2,002人

(10)さま

ざまな人

権問題

令和元年度限定の取組があった

が、他課が実施する事業とのコ

ラボレーションにより、啓発効

果を高めることができた。
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通番
体系

(大)

体系

(中)
体系(小) 事業名 主担当課 令和元年度事業の取組と実績

10の主要

課題

令和元年度事業の取組と実績に

対する評価
事業の課題 改善方法

45 1 (1) ③人権に

関する学

習機会の

提供

子育て支援課職員

等研修会の実施

子育て支

援課

〔概要〕各種研修の実施

〔対象者〕託児担当員、一時保育臨時職員、ファミリーサポートセン

ター会員、地域拠点事業スタッフ等

〔目的〕子育て支援に関わる臨時職員等に対して、人権問題の正しい

理解と認識を培い、意識の変革を促し、差別をなくす意欲と実践力を

高める。

〔実施日〕５月27日(月)、９月20日(金)

〔テーマ〕人権・守秘義務

〔参加人数〕37人

〔講師〕NPO法人暴力防止情報スペースAPIS　職員

〔場所〕男女共生センター　ローズＷＡＭ

(2)子ど

も・若者

の問題

平成29年度から、他の子育て

支援事業の職員等と一時保育臨

時職員の研修を合わせて実施し

ており、研修の実施は定着して

きている。

子育て支援に関わる職員とし

て、人権意識の向上につながっ

ている。

継続して実施。

46 1 (1) ③人権に

関する学

習機会の

提供

幼稚園園長・教員

研修の実施

保育幼稚

園総務課

〔概要〕一人ひとりの障害を理解し、適切な支援や対応について園

長・教諭・介助教諭を対象とした研修会を実施した。

・研修会：4月に実施

〔参加者数〕71名

〔講師〕大阪大谷大学　小田　浩伸　教授

〔場所〕ローズワム

(2)子ど

も・若者

の問題

個々のもつ特性の理解や心情に

共感し、一人ひとりに応じた適

切な指導、及び必要な援助につ

いて学ぶことができた。

より具体的な内容も取り

入れながら、障害児教育

に対する意識を高める。

今後も幼稚園で抱える課

題等について、職員で共

有・検討できるような研

修会を実施する。

47 1 (1) ③人権に

関する学

習機会の

提供

保育士､幼稚園教

諭研修会の実施

保育幼稚

園総務課

〔概要〕安全意識の向上や防犯技術習得のため、保育(園)、認定こど

も園、幼稚園の職員を対象に研修会を実施した。

・研修会：4月実施

〔参加者数〕57名

〔講師〕茨木警察署防犯係

〔場所〕茨木市役所

(2)子ど

も・若者

の問題

過去に受講した職員の再受講を

可とし奨励することで参加者が

増え、安全安心な施設の在り方

について、職員の関心を高める

ことができた。

私立幼稚園・保育所

（園）等の参加率が低

い。

今後も必要な研修や講習

会の提供を継続し、定期

的に再受講を奨励する。

48 1 (1) ③人権に

関する学

習機会の

提供

保育所職員研修の

実施

保育幼稚

園総務課

〔概要〕人権保育研修　人権啓発推進を行った。

全職員対象　6回実施　参加者数191人

(2)子ど

も・若者

の問題

人権の気づきから、様々な子ど

もの状況を理解できる研修を実

施することができた。

保護者対応・接遇やＬＧ

ＢＴに関する内容に欠け

ていた。

保護者に対する接遇や、

ＬＧＢＴに関する研修を

実施する。
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通番
体系

(大)

体系

(中)
体系(小) 事業名 主担当課 令和元年度事業の取組と実績

10の主要

課題

令和元年度事業の取組と実績に

対する評価
事業の課題 改善方法

49 1 (1) ③人権に

関する学

習機会の

提供

保育所職員研修の

実施②

保育幼稚

園総務課

〔概要〕配慮の必要な児童の理解や支援について、保育所職員を対象

に障害児連続講座を実施した。

〔期間〕5月～7月　4回参加

〔参加人数〕140人

〔講師〕明星大学発達支援研究センター　教授　小野次朗氏

　　　　茨木市立児童発達支援センターあけぼの学園

園長代理　米地悦子氏

(2)子ど

も・若者

の問題

乳幼児期の児童の人格や個性が

尊重され、成長・発達を保障す

るため、支援者が共通認識を

持って支援するための機会と

なった。

子どもの特性理解を理解

してもスモールステップ

を意識した支援計画につ

ながっていない。

一人一人の児童を理解

し、具体的に支援方法を

学べる研修となるように

努める。

50 1 (1) ③人権に

関する学

習機会の

提供

認知症サポーター

養成講座の実施

相談支援

課

認知症への理解を深めるための普及・啓発を行った。

認知症サポーター養成講座

・回数：39回

　養成数：1.429人

(3)高齢者

問題

地域住民や介護事業所を中心

に、認知症への理解を深めるこ

とができた。

小中学生等の若年層を含

めた多世代への啓発や受

講機会の確保。継続的な

学習機会の提供。

多世代への普及・啓発及

び受講機会の確保。小中

学生等に対しては、受講

方法の再検討。

51 1 (1) ③人権に

関する学

習機会の

提供

介護認定審査会委

員研修会の実施

長寿介護

課

〔目的〕審査会委員の人権意識の向上を図る｡

〔概要〕研修会を実施

〔実施日〕①5月19日(新規委員研修会)②10月25日(市全体研修会)

〔対象者〕介護認定審査会委員

〔参加者〕①9人②61人

〔場所〕①大阪府医師会館②福祉文化会館

(3)高齢者

問題

公平･公正な審査判定が行える

よう研修を実施、参加率が低い

ため、参加率を高めていく必要

がある。

参加率を高める工夫を

し、継続して実施する。

新規委員研修会について

新たに委嘱した委員個別

に参加を促す。
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通番
体系

(大)

体系

(中)
体系(小) 事業名 主担当課 令和元年度事業の取組と実績

10の主要

課題

令和元年度事業の取組と実績に

対する評価
事業の課題 改善方法

52 1 (1) ③人権に

関する学

習機会の

提供

障害者・高齢者虐

待防止ネットワー

ク連絡会研修会の

開催

相談支援

課

〔目的〕障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する

法律(平成23年法律第79号)第35条及び高齢者虐待の防止、高齢者の

養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第16条の

規定に基づき、関係機関の連携協力体制を整備することにより、養護

者等による虐待の防止、養護者等による虐待を受けた障害者、高齢者

の保護及び養護者に対する支援を推進すること。

〔概要〕関係機関による現状認識と意見交換

〔実施日〕１月30日

〔対象者〕関係機関

〔参加者〕71人

〔テーマ〕強度行動障害について　～支援に困る前にやること、支援

に困ってからでもできること～

〔講師〕医師　平山　哲　氏

〔場所〕茨木市役所南館10階大会議室

(4)障害者

問題

関係機関との連携強化及びスキ

ルアップを図ることができた。

今後も継続して実施する。

参加人数が当初見込んで

いたより少なかった。

もっと多くの方に参加い

ただだくため、早めの日

程調整を行い、より多く

の方へ参加を呼び掛け

る。

53 1 (1) ③人権に

関する学

習機会の

提供

支援教育研修会の

実施

教育セン

ター

〔概要〕支援教育についての理解を深めるとともに､指導力･組織力の

向上を図るため、市内教職員を対象に支援教育研修を実施した。

・研修会(５月～２月に実施)計13回

〔参加者〕計507人

〔講師〕梅花女子大学 教授 伊丹　昌一 氏 等

〔場所〕茨木市教育センター

(4)障害者

問題

研修については、研修の講師及

び内容の精査に努め、回数につ

いて見直しを行った。支援学級

での指導に役立つ研修だけでは

なく、ユニバーサルデザインの

授業づくりなど通常の学級で活

用できる支援教育関連研修を行

うことができた。

開催時期が課題であり、

学校行事との重なりをで

きるだけ避けるように配

慮する。

引き続き、教職員のニー

ズを的確に把握し、研修

内容の精選に取り組む。

54 1 (1) ③人権に

関する学

習機会の

提供

人権教育研修会の

実施

教育セン

ター

市内小中学校の人権教育推進に資するため、障害者差別解消法と学校

教育について学ぶ人権教育研修を実施した。

・研修会　４月26日

〔参加者〕18人

〔講師〕大谷大学　教授　小田　浩伸 氏

〔場所〕茨木市教育センター

(4)障害者

問題

障害者差別解消法を学び、学校

教育のあり方を改めて学ぶこと

ができた。

教職員が児童生徒により

きめ細やかな対応ができ

るよう見識が必要であ

る。

教職員の人権感覚の涵養

のためにも、今後も研修

を継続していく。
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通番
体系

(大)

体系

(中)
体系(小) 事業名 主担当課 令和元年度事業の取組と実績

10の主要

課題

令和元年度事業の取組と実績に

対する評価
事業の課題 改善方法

55 1 (1) ③人権に

関する学

習機会の

提供

新転任教職員研修

の実施

学校教育

推進課

〔目的〕教職員の人権尊重の精神･意識の育成を図る｡

〔概要〕研修会の開催

〔実施日〕７月３日

〔対象者〕新転任教職員

〔参加者〕90人

〔テーマ〕茨木市新転任人権教育研修会

〔講師〕指導主事

〔場所〕きらめきホール

(5)同和問

題

教職員の子ども理解を豊かにす

るとともに、集団づくりや人権

教育の実践の大切さを伝えるこ

とができた。

初任者が三者懇談で参加

できないことがある。

実施時期を考え、対象者

が全員参加できるように

する。参加者が主体的に

学べるように研修内容を

精査する。

56 1 (1) ③人権に

関する学

習機会の

提供

人権問題啓発研修

の開催

農とみど

り推進課

〔目的〕農協及び農業団体の職員等の人権意識の高揚を図る｡

〔概要〕市及び茨木市農業協同組合による人権問題啓発研修会の実施

〔実施日〕令和元年10月24日（木）

〔対象者〕農協職員及び農業関係団体会員

〔参加者〕51 名

〔テーマ〕「個人情報保護・プライバシーと人権」

〔場所〕JA茨木市本所

(7)個人情

報

農協等を中心に、人権意識の高

揚を図る機会とすることができ

た。

参加者が昨年と同様で、

認知度が高くなってきて

いるが、想定していた対

象者が少なかった。

開催時期、時間帯や曜日

等を検討し、継続して実

施する。

57 1 (1) ③人権に

関する学

習機会の

提供

小学校調理員･幼･

小･中校園務員研

修会の実施

教育政策

課

〔目　的〕人権問題についての認識を深め、人権尊重の意識を高め

る。

〔概  要〕研修会の開催

〔実施日〕８月５日・８月７日

〔対象者〕調理員・校園務員

〔参加者〕出席者数124名

〔場　所〕男女共生センターローズWAM

〔テーマ〕自分のセクシャリティを、知ろう・考えよう

〔講　師〕ＮＰＯ法人ＱＷＲＣ

　　　　　いのもと　氏

(9)セク

シュア

ル・マイ

ノリティ

　この研修を通して、ＬＧＢＴ

に関する基礎知識やその直面す

る社会問題について学ぶことが

できた。

　また、参加者ひとりひとりが

自分のセクシュアリティを考え

ることを通じて、人権について

考えるきっかけとなった。

昨年度に比べて参加者は

増えたが、全職員の参加

は達成できていない。

全職員が参加できるよう

研修日程について、検討

する。また、偏りがない

よう様々な人権問題を研

修のテーマとして扱って

いく。
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通番
体系

(大)

体系

(中)
体系(小) 事業名 主担当課 令和元年度事業の取組と実績

10の主要

課題

令和元年度事業の取組と実績に

対する評価
事業の課題 改善方法

58 1 (1) ③人権に

関する学

習機会の

提供

ローズＷＡＭ講座

等の開催（再掲）

人権・男

女共生課

〔目的〕男女共同参画社会の実現をめざして､さまざまな機会を通し

て学習･啓発の充実を図る｡

〔概要〕各種講座を実施

〔実施日〕4月～3月

〔対象者〕市民

〔参加者〕8,097人

〔テーマ〕男女共同参画、女性活躍、暴力防止、ワークライフバラン

ス、セクシュアル・マイノリティ　ほか

〔場所〕男女共生センターローズWAM

(1)男女共

同参画

男女共同参画についての理解の

促進を図ることができた。

講座によっては参加者の

少ないものがある。

社会情勢や時代のニーズ

に合った内容を選定する

など、効果的な講座を継

続して実施する。

59 1 (1) ③人権に

関する学

習機会の

提供

憲法月間記念講演

会の開催（再掲）

人権・男

女共生課

〔目的〕憲法第11条に定められた永久不可侵の基本的人権について､

市民の人権意識の高揚を図る｡

〔概要〕憲法月間(5月)に著名人を招き､人権に関するテーマで講演会

を実施

〔実施日〕5月24日

〔対象者〕市民

〔参加者〕195人

〔テーマ〕私たちはなぜ生まれてきたのか？

　～小説「あん」でハンセン病快復者の人生を描いた意味～

〔講師〕ドリアン　助川さん (作家)

〔場所〕市民総合センター(クリエイトセンター)センターホール

(10)さま

ざまな人

権問題

市民が人権問題を再認識するた

めのきっかけづくりとなった。

より多くの方に参加いた

だけるよう工夫が必要。

多くの市民が参加できる

よう開催する曜日や時間

等を検討する。

60 1 (1) ③人権に

関する学

習機会の

提供

人権教育夏季研究

集会の開催（再

掲）

学校教育

推進課

〔目的〕教育現場や地域で進められている人権教育､人権啓発の取組

みについて､教職員や市民等が共に学び考える場とする｡

〔概要〕茨木市人権教育夏季研究集会

〔実施日〕7月24日

〔対象者〕幼・小・中学校園教職員並びにＰＴＡ、市民等

〔参加者〕924人

〔テーマ〕「寝た子」はネットで起こされる！？

　　　　　　～ネット社会と部落差別の現実～

〔講師〕　川口　泰司（かわぐち　やすし）さん

〔場所〕立命館大学大阪茨木キャンパスフューチャープラザ

(5)同和問

題

教育現場や地域で進められてい

る人権教育､人権啓発の取組み

について､教職員や市民等が共

に学び考える場となった。

参加率の低い学校と高い

学校の差が激しい。

校長会を通じて、各学校

の教職員へ周知を行う。
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通番
体系

(大)

体系

(中)
体系(小) 事業名 主担当課 令和元年度事業の取組と実績

10の主要

課題

令和元年度事業の取組と実績に

対する評価
事業の課題 改善方法

61 1 (1) ③人権に

関する学

習機会の

提供

人権啓発講演会の

開催（再掲）

人権・男

女共生課

〔目的〕市民の人権意識の高揚と人権が尊重される社会の実現を図る｡

〔概要〕講師を招き､人権に関するテーマで講演会を実施

(1)豊川いのち・愛・ゆめセンター

〔実施日〕①６月12日②10月25日③３月25日（新型コロナウイルス感染拡大

防止対策のため中止）

〔対象者〕①小学生及び教師②③市民

〔参加者〕①22人②32人

〔テーマ〕①いのち・愛・ゆめセンターの名前の由来から人権課題について学

ぶ②ひきこもりの孤独・孤立を知る③自殺予防について～もし死にたいと言わ

れたら～

〔講師〕①豊川いのち・愛・ゆめセンター相談員②上村喜代栄さん（茨木市子

ども・若者自立支援センター「くろす」）③松永浩一（とよかわ福祉会所属）

〔場所〕豊川いのち・愛・ゆめセンター

(2)沢良宜いのち・愛・ゆめセンター

〔実施日〕①1月24日②2月12日③2月29日

〔対象者〕市民

〔参加者〕①60人②83人③中止

〔テーマ(講師)〕

①若者から見た部落問題のいま ②こんなアタシに誰がした③ジャワ島の伝統音

楽と優雅な王宮舞踊を！

〔場所〕沢良宜いのち・愛・ゆめセンター

(3)総持寺いのち・愛・ゆめセンター

〔実施日〕①8月10日②8月10日③12月7日

〔対象者〕市民

〔参加者〕①12人②19人③39人

〔テーマ〕①戦争紙芝居②戦争体験③ハンセン病問題

〔講師〕①野村啓子さん(ボランティア)②山崎茂和さん(ボランティア)③青木

美憲さん

〔場所〕総持寺いのち・愛・ゆめセンター

(10)さま

ざまな人

権問題

平成27年度以降、地域交流促

進事業として、外部の事業者へ

委託することで、参加者の増加

につながっている。部落差別や

感染症にまつわる差別問題、引

きこもりへの理解に関するテー

マなど、最新の課題を取り上げ

ることで、集客につながった。

人権課題について、より

身近なこととして捉えて

もらえるような機会を提

供する必要がある。

効果的な事業実施に向け

て、受託者と連携を図

る。

62 1 (1) ④就労の

場におけ

る人権文

化の醸成

業務委託業者の社

内人権研修の促進

契約検査

課

業務の入札時に人権問題研修の実施状況を評価(加点)する｡また､契約

書(例)に人権啓発研修の実施を明記する｡

(1)男女共

同参画

市の業務を受託する業者職員に

は高い人権意識が必要なことか

ら､引き続き人権啓発を促進す

る｡

継続して実施する。
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通番
体系

(大)

体系

(中)
体系(小) 事業名 主担当課 令和元年度事業の取組と実績

10の主要

課題

令和元年度事業の取組と実績に

対する評価
事業の課題 改善方法

63 1 (1) ④就労の

場におけ

る人権文

化の醸成

指定管理者の社内

人権研修の促進

政策企画

課

(関係各

課)

〔目的〕市施設を管理する指定管理者には高い人権意識が必要なこと

から､組織内での人権啓発を推進する｡

〔概要〕業務仕様書(例)に職員への人権意識の向上を明記する｡また､

実施状況の報告を求める｡

〔実施日〕各施設随時

〔対象者〕本市指定管理者

〔場所〕各指定管理施設

(10)さま

ざまな人

権問題

年に1,2回程度の人権研修を行

い、指定管理者社員（職員）の

意識向上を図ることができた。

指定管理者の切替や、新

規職員の採用が考えられ

るため、毎年、全指定管

理者社員（職員）に対し

て実施するよう促進する

必要がある。

継続して実施する。

64 1 (1) ④就労の

場におけ

る人権文

化の醸成

市登録業者への人

権啓発推進

商工労政

課 人権・

男女共生

課

〔目的〕雇用や職場環境に関する啓発を行い、理解を深める。

〔概要〕６月は就職差別、９月は障害者雇用、10月は高年齢者雇用と

働きやすい職場づくりをテーマにしたリーフレットを作成し、市内事

業所(約1,100事業所)へ送付した。

また、職場における人権問題、障害者雇用の推進、働きやすい職場づ

くりをテーマにしたセミナーを開催した。

〔実施日〕①人権問題企業研修６月25日②障害者雇用支援セミナー９

月26日③働きやすい職場づくりセミナー１2月13日

〔参加者〕①28人②48人③87人

〔場所〕①茨木市福祉文化会館303号室②ハローワーク茨木会議室③

茨木市立男女共生センターローズＷＡＭワムホール

(10)さま

ざまな人

権問題

障害者雇用支援セミナーでは事

業所の意見交換を実施したとこ

ろ、活発な意見が交わされた。

セミナー参加者総数は昨年度を

下回ったが、積極的に参加いた

だき、啓発の充実を図ることが

できた。

今後も継続して実施し､

事業主への啓発推進に努

める。

65 1 (1) ④就労の

場におけ

る人権文

化の醸成

就職差別撤廃月間

街頭啓発の実施

商工労政

課

〔目的〕就職差別撤廃月間にあわせて､就職差別の撤廃を訴えること

により意識の向上を図る｡

〔概要〕啓発物品2,000個を配布した。

〔実施日〕６月３日

〔参加者〕22人

〔場所〕阪急茨木市駅前及びJR茨木駅前

(10)さま

ざまな人

権問題

就職差別の撤廃・公正採用選考

に関し、啓発をすることができ

た。

今後も継続して実施し､

啓発に努める。
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通番
体系

(大)

体系

(中)
体系(小) 事業名 主担当課 令和元年度事業の取組と実績

10の主要

課題

令和元年度事業の取組と実績に

対する評価
事業の課題 改善方法

66 1 (1) ④就労の

場におけ

る人権文

化の醸成

労働講座の開催 商工労政

課

〔目的〕労働関係の安定を図り､誰もが働きやすい活力ある地域づく

りに資する｡

〔概要〕本市を始めとした三島地域の4市1町が共同して労働講座を開

催した。

〔実施日〕11月１日

〔対象者〕労働者､市民､企業関係者

〔参加者〕33人

〔場所〕茨木市福祉文化会館202号室

(10)さま

ざまな人

権問題

参加者数が増加し、労働関係の

安定や誰もが働きやすい活力あ

る地域づくりが図られた。

今後も継続して実施し､

労働関係の安定や誰もが

働きやすい活力ある地域

づくりに努める。

67 1 (1) ④就労の

場におけ

る人権文

化の醸成

事業主への啓発推

進

商工労政

課

〔目的〕雇用や職場環境に関する啓発を行い、理解を深める。

〔概要〕６月は就職差別、９月は障害者雇用、10月は高年齢者雇用と

働きやすい職場づくりをテーマにしたリーフレットを作成し、市内事

業所(約1,100事業所)へ送付した。

また、職場における人権問題、障害者雇用の推進、働きやすい職場づ

くりをテーマにしたセミナーを開催した。

〔実施日〕①人権問題企業研修６月25日②障害者雇用支援セミナー９

月26日③働きやすい職場づくりセミナー１2月13日

〔参加者〕①28人②48人③87人

〔場所〕①茨木市福祉文化会館303号室②ハローワーク茨木会議室③

茨木市立男女共生センターローズＷＡＭワムホール

(10)さま

ざまな人

権問題

障害者雇用支援セミナーでは事

業所の意見交換を実施したとこ

ろ、活発な意見が交わされた。

セミナー参加者総数は昨年度を

下回ったが、積極的に参加いた

だき、啓発の充実を図ることが

できた。

今後も継続して実施し､

事業主への啓発推進に努

める。

68 1 (1) ④就労の

場におけ

る人権文

化の醸成

茨木地区人権推進

企業連絡会への支

援

商工労政

課

〔目的〕公正採用選考人権啓発推進員制度の円滑な推進をはかり、企

業従業員の人権啓発の充実と就職の機会均等に資する。

〔概要〕推進員研修や､関係団体との連携･交流等により、企業におけ

る人権問題の解決､人権啓発に取り組む｡

〔実施日〕①推進員研修　８月２日他４回②従業員研修　８月30日他

１回

〔参加者〕①97人　②24人

〔場所〕①②茨木市福祉文化会館ほか

(10)さま

ざまな人

権問題

事業所内研修の促進を図るた

め、啓発用ＤＶＤを活用した研

修を開催したところ、参加者の

反応もよく、その後の事業所内

研修用資料の貸出につながっ

た。今後も啓発の推進を図る。

今後も継続して実施し､

事業主・推進員への啓発

推進に努める。

69 1 (1) ④就労の

場におけ

る人権文

化の醸成

給食材料納入業者

への啓発推進

保育幼稚

園総務課

〔目的〕給食材料等納入業者には高い人権意識が必要なことから、組

織内での人権啓発を推進する。

〔概要〕保育に関する人権意識向上研修

〔対象者〕本市登録業者・委託業者

(2)子ど

も・若者

の問題

継続して実施することで、子ど

もの人権に関する理解を深める

ことに繋がっている。

より具体的な内容も取り

入れながら、人権に関す

る意識を高めていく。

関係課と連携しながらわ

かりやすい表現を意識

し、継続的に取り組む。
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通番
体系

(大)

体系

(中)
体系(小) 事業名 主担当課 令和元年度事業の取組と実績

10の主要

課題

令和元年度事業の取組と実績に

対する評価
事業の課題 改善方法

70 1 (1) ④就労の

場におけ

る人権文

化の醸成

障害者の手づくり

作品展示会の開催

障害福祉

課

障害者週間にあわせて､障害福祉サービス事業所等による自主製品の

展示及び販売を行うことにより､障害者問題への理解をはかるととも

に､障害福祉サービス事業所等の売上向上に寄与する。

〔実施日〕①11月26日～12月1日(展示のみ)、②12月3日～12月6日

(展示販売)

〔参加者〕①1,222人、②389人

〔場所〕①中央図書館、②市役所

(4)障害者

問題

平成29年度から市役所と中央

図書館の２会場で開催すること

により、より多くの市民の参加

を得るとともに、中央図書館で

は点字や手話のイベントを実施

し、幅広い世代に障害者問題の

啓発を行うことができた。

より多くの市民の参加を

得られるよう企画するこ

とが必要である。

より効果的な開催方法を

検討しながら実施する。

71 1 (1) ④就労の

場におけ

る人権文

化の醸成

ローズＷＡＭ講座

等の開催（再掲）

人権・男

女共生課

〔目的〕男女共同参画社会の実現をめざして､さまざまな機会を通し

て学習･啓発の充実を図る｡〔概要〕各種講座を実施

〔実施日〕4月～3月

〔対象者〕市民

〔参加者〕8,097人

〔テーマ〕男女共同参画、女性活躍、暴力防止、ワークライフバラン

ス、セクシュアル・マイノリティ　ほか

〔場所〕男女共生センターローズWAM

(1)男女共

同参画

男女共同参画についての理解の

促進を図ることができた。

講座によっては参加者の

少ないものがある。

社会情勢や時代のニーズ

に合った内容を選定する

など、効果的な講座を継

続して実施する。

72 1 (1) ④就労の

場におけ

る人権文

化の醸成

懸垂幕の掲出（再

掲）

商工労政

課

〔目的〕雇用に関する啓発を行い、理解を深める。

〔概要〕６月は就職差別、９月は障害者雇用、10月は高年齢者雇用に

関する記事を広報誌等に掲載し、啓発を行う。

(10)さま

ざまな人

権問題

公正採用選考や障害者雇用の促

進等、雇用に関する事柄につい

て、周知・啓発をすることがで

きた。

今後も継続して実施し､

啓発に努める。

73 1 (1) ⑤地域に

おける人

権文化の

醸成

非核平和街頭啓発

の実施

人権・男

女共生課

〔目的〕非核平和都市宣言の主旨に則り､核兵器の廃絶を願い､戦争の

悲惨さ､平和を守る尊さを訴える｡

〔概要〕啓発物品3,900個を配布

〔実施日〕8月6日

〔場所〕阪急茨木市駅前､JR茨木駅前

〔参加者〕　55人

(10)さま

ざまな人

権問題

街頭啓発をはじめ他の方法とあ

わせて実施することで、広く市

民に啓発活動を行うことができ

た。

今後も継続して啓発を実

施し、非核平和の意識を

高める。

74 1 (1) ⑤地域に

おける人

権文化の

醸成

人権週間街頭啓発

の実施

人権・男

女共生課

〔目的〕人権週間にあわせて､人権意識の高揚を訴えることにより意

識の向上を図る｡

〔概要〕啓発物品を配布

〔実施日〕12月2日

〔場所〕阪急茨木市､JR茨木駅前

〔参加者〕30人

(10)さま

ざまな人

権問題

人権週間において、他の方法と

あわせて啓発を実施すること

で、広く市民に啓発活動を行う

ことができた。

今後も継続して実施し､

啓発に努める。

配付場所や時間が適切で

あるか検討する。
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通番
体系

(大)

体系

(中)
体系(小) 事業名 主担当課 令和元年度事業の取組と実績

10の主要

課題

令和元年度事業の取組と実績に

対する評価
事業の課題 改善方法

75 1 (1) ⑤地域に

おける人

権文化の

醸成

民間団体等への人

権教育･啓発

人権・男

女共生課

(関係各

課)

〔目的〕民間のあらゆる部門における人権教育･啓発の取り組みを促

す｡

〔概要〕講師の派遣･紹介や研修教材の提供等の支援をする｡

(10)さま

ざまな人

権問題

講師派遣等することで、人権教

育･啓発の取り組みを支援する

ことができた。

継続して実施する。

76 1 (1) ⑤地域に

おける人

権文化の

醸成

社会を明るくする

運動「市民大会」

の開催

地域福祉

課

〔目的〕広く市民に対して､非行や犯罪のない明るい社会の実現をめ

ざして啓発を図る。

〔概要〕｢更生保護の日｣である7月1日からの1か月を強調月間とする

取組みとして､著名人を招き､講演会を実施

〔実施日〕7月13日(土)

〔対象者〕どなたでも

〔参加者〕350人程度

〔テーマ〕非行からみる子どもたちの～今、そして、これから～

〔コーディネーター〕茨木市長　福岡　洋一　氏

〔パネリスト〕茨木地区保護司会長　吉田　定雄　氏

茨木市立太田中学校長　桒名　貞雄　氏

茨木市主任児童委員　若山　香寿美　氏

大阪保護観察所長　古川　芳昭　氏

〔場　所〕茨木市市民総合センター

(10)さま

ざまな人

権問題

社会を明るくする運動茨木市推

進委員会構成団体において、人

権に対する理解の向上につな

がった。

継続して実施する。

77 1 (1) ⑤地域に

おける人

権文化の

醸成

茨木市民生委員児

童委員協議会研修

会の開催

地域福祉

課

〔目的〕委員相互が連携を深めるとともに､研修を通じて知識・技能

の向上を図る｡

〔概要〕研修会等を通じて､委員の知識・技能の向上を図る｡

(10)さま

ざまな人

権問題

民生委員・児童委員の人権に関

する理解が向上した。

継続して実施する。

78 1 (1) ⑤地域に

おける人

権文化の

醸成

茨木地区更生保護

女性会研修会の開

催

地域福祉

課

〔目的〕会員相互が連携を深めるとともに､研修を通じて知識・技能

の向上を図る｡

〔概要〕研修会等を通じて､会員の知識・技能の向上を図る｡

(10)さま

ざまな人

権問題

更生保護女性会会員の人権に関

する理解が向上した。

継続して実施する。

79 1 (1) ⑤地域に

おける人

権文化の

醸成

(社福)茨木市社会

福祉協議会研修会

の開催

地域福祉

課

〔目的〕誰もが安心して暮らせるまちをつくるため､地域社会の福祉

の増進を図る｡

〔概要〕地域住民や福祉団体､施設､関係機関の連絡･調整を行う｡

(10)さま

ざまな人

権問題

茨木市社会福祉協議会におい

て、人権に関する理解が向上し

た。

継続して実施する。
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通番
体系

(大)

体系

(中)
体系(小) 事業名 主担当課 令和元年度事業の取組と実績

10の主要

課題

令和元年度事業の取組と実績に

対する評価
事業の課題 改善方法

80 1 (1) ⑤地域に

おける人

権文化の

醸成

茨木地区保護司会

研修会の開催

地域福祉

課

〔目的〕保護司相互が連携を深めるとともに､研修を通じて知識・技

能の向上を図る｡

〔概要〕研修会等を通じて､保護司の知識・技能の向上を図る｡

(10)さま

ざまな人

権問題

保護司会会員の人権に関する理

解が向上した。

継続して実施する。

81 1 (1) ⑤地域に

おける人

権文化の

醸成

茨木市虐待防止街

頭啓発キャンペー

ン

子育て支

援課 人

権・男女

共生課 相

談支援課

〔目的〕児童、女性、障害者、高齢者への虐待･暴力の根絶に向けて

市民の気づきや理解の促進を図るとともに、相談窓口の周知と通報の

協力を得る。

〔概要〕｢虐待防止啓発チラシ｣や｢啓発グッズ｣合計4,000個を茨木

市、茨木市要保護児童対策地域協議会、茨木市DV防止ネットワーク

連絡会、障害者･高齢者虐待防止ネットワーク連絡会とともに配布

〔実施日〕11月１日

〔場所〕阪急茨木市駅前、ＪＲ茨木駅前

〔参加者〕58人

(10)さま

ざまな人

権問題

平成30年度と同様に取り組み

を継続し、広く市民に啓発活動

を行うことができた。

配布個数は同数であったが、例

年に比べて短時間で配布が終了

したのを受けて、市民のみなさ

まの関心が高まっていることを

実感した。

継続して実施する。

82 1 (1) ⑤地域に

おける人

権文化の

醸成

「児童虐待防止」

街頭啓発キャン

ペーン(児童虐待

防止推進月間)

子育て支

援課

〔目的〕大きな社会問題となっている児童虐待の状況に対して、広く

市民に児童虐待防止の啓発を行う。

〔概要〕要保護児童対策地域協議会の実務者が啓発グッズを配布

〔実施日時〕11月８日・12日 両日午前11時～正午

〔場所〕茨木阪急本町通商店街（８日)、

　　　イオン茨木ショッピングセンター（12日）

〔参加者〕13人（茨木阪急本町通商店街）

　　　　　９人（イオン茨木ショッピングセンター）

(2)子ど

も・若者

の問題

商業施設の前や商店街など、人

通りの多い場所でキャンペーン

を実施することで、広く啓発活

動の意義を浸透させることがで

きた。

継続して実施する。

83 1 (1) ⑤地域に

おける人

権文化の

醸成

啓発紙「虹のひろ

ば」の発行支援

（再掲）

人権・男

女共生課

〔目的〕市民の人権意識の高揚を図る。

〔概要〕茨木市人権啓発推進協議会が身近な人権をテーマに、見やす

い紙面に構成し発行する啓発紙の作成に協力した。自治会加盟世帯に

回覧

〔種別〕啓発紙

〔発行日〕2月15日

〔発行部数〕14,500部

(10)さま

ざまな人

権問題

不登校・ひきこもりの問題に取

組む団体や中条小学校区人権啓

発推進委員会からの報告、また

学校における「いのち」の大切

さを実感できる取組を特集し

た。

継続して実施する。
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通番
体系

(大)

体系

(中)
体系(小) 事業名 主担当課 令和元年度事業の取組と実績

10の主要

課題

令和元年度事業の取組と実績に

対する評価
事業の課題 改善方法

84 1 (1) ⑤地域に

おける人

権文化の

醸成

「地域情報誌

(紙)」の発行（再

掲）

人権・男

女共生課

〔目的〕いのち･愛･ゆめセンターで実施する各種事業の周知や人権に

関する情報を提供し､センターの利用促進及び人権啓発を推進する｡

(1)豊川いのち・愛・ゆめセンター

①「ｉセンターだより」〔発行部数〕年２回、各4,750部〔対象〕豊

川中学校区

②地域情報誌「るーぷ豊川」〔発行部数〕年２回、各4,750部〔対

象〕豊川中学校区

(2)沢良宜いのち・愛・ゆめセンター

｢ｉセンターだより｣〔発行部数〕年４回、各6,000部

〔対象〕葦原小学校区

(3)総持寺いのち・愛・ゆめセンター

①「ｉセンターニュース」

〔発行部数〕年２回、各10,500部

〔対象〕三島中学校区

②地域情報誌「みしま」

〔発行部数〕年２回、各10,500部

〔対象〕三島中学校区

(10)さま

ざまな人

権問題

紙面の充実のため、ローズ

WAMの担当者との交流を図っ

た。

大学での取組みを一部掲載し、

学内で周知してもらう等、官学

協働による発信を行った。

効果的な情報発信によ

り、センター利用者の

増、人権啓発を推進す

る。

より目にとまりやすいよ

う、カラー印刷にする。

（豊川）

85 1 (1) ⑤地域に

おける人

権文化の

醸成

懸垂幕の掲出（再

掲）

人権・男

女共生課

自殺予防週間・自殺予防月間において、市役所に懸垂幕を掲揚。 (10)さま

ざまな人

権問題

広く啓発活動を行うことができ

た。

継続して実施する。

86 1 (1) ⑤地域に

おける人

権文化の

醸成

懸垂幕の掲出（再

掲）

地域福祉

課

〔目的〕各種媒体を利用した効果的な啓発により人権意識の向上を図

る｡

〔概要〕本庁庁舎壁面を利用した各種懸垂幕により啓発に努める｡

･社会を明るくする運動の啓発

 ｢社会を明るくする運動強調月間｣

(10)さま

ざまな人

権問題

市役所本館外壁工事に伴い、懸

垂幕の掲出は行っていない。

継続して実施する。
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通番
体系

(大)

体系

(中)
体系(小) 事業名 主担当課 令和元年度事業の取組と実績

10の主要

課題

令和元年度事業の取組と実績に

対する評価
事業の課題 改善方法

87 1 (1) ⑤地域に

おける人

権文化の

醸成

懸垂幕の掲出（再

掲）

相談支援

課

世界アルツハイマー月間にあわせ懸垂幕の掲出を予定していた。 (10)さま

ざまな人

権問題

外壁工事に伴い掲出は不可能で

あった。

認知症の人や家族が安心

して地域で生活するため

に、市民の認知症に対す

る関心や知識を深めても

らうための取り組みが必

要である。

88 1 (1) ⑤地域に

おける人

権文化の

醸成

懸垂幕の掲出（再

掲）

人権・男

女共生課

･人権･平和に関する啓発

  ｢つなげよう　笑顔のバトン　どこまでも　人権作品入選作｣

 ｢人権擁護宣言都市 茨木市｣

 ｢わがまちは非核平和で明るい暮らし｣

･男女共同参画に関する啓発

 ｢男女共同参画社会をめざそう!｣

(10)さま

ざまな人

権問題

人権・平和に関する市の姿勢や

考え方を多くの市民に周知・啓

発することができた。

引き続き、継続的に取り

組む。

89 1 (1) ⑤地域に

おける人

権文化の

醸成

懸垂幕の掲出（再

掲）

子育て支

援課

庁舎改修工事のため実施せず (2)子ど

も・若者

の問題

継続して実施する。

90 1 (1) ⑤地域に

おける人

権文化の

醸成

懸垂幕の掲出（再

掲）

社会教育

振興課

本庁外壁改修工事に伴い懸垂幕の掲出ができなかったため、広報いば

らきのみで青少年健全育成強調月間の周知を実施した。

(2)子ど

も・若者

の問題

懸垂幕は掲出できなかったが、

様々な媒体で青少年を対象とし

た各種活動・行事等を終始する

ことができた。

青少年健全育成運動の効

果的な啓発に向け、各種

イベントへの啓発キャラ

クターの貸出やSNSの活

用など新たな方策を検討

する。

懸垂幕の掲出を見直し、

今後は魅力あるHPの作

成やSNS、啓発キャラク

ターの貸出に注力するこ

とで青少年健全育成を促

す。

91 1 (1) ⑤地域に

おける人

権文化の

醸成

懸垂幕の掲出（再

掲）

障害福祉

課

障害者に関する啓発

｢12月3日～9日は障害者週間“共に生きる社会をめざして"｣

(4)障害者

問題

庁舎の外壁工事のため、懸垂幕

を提出することができなかっ

た。

引き続き､継続的に取り

組む。

引き続き､継続的に取り

組む。
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通番
体系

(大)

体系

(中)
体系(小) 事業名 主担当課 令和元年度事業の取組と実績

10の主要

課題

令和元年度事業の取組と実績に

対する評価
事業の課題 改善方法

92 1 (2) ①指導

者・ボラ

ンティア

の育成

人権問題研修の実

施

人事課 〔目的〕豊かな人権感覚が求められる市職員として､特に必要と考え

られる人権問題に関する本質的な認識を深め､日常においても人権の

視点に立った職務遂行に必要な人権感覚と知識水準の向上を図る｡

〔概要〕全職員を対象とした人権問題研修を毎年実施し､職員は4年に

1回､興味あるテーマの研修を受講している｡特に近年は､高齢者･子ど

もの人権､パワーハラスメント､男女共同参画社会の構築､自殺問題等､

できる限り研修内容の選択肢を広げ､各職員自らの自己啓発意欲向上

に資することができるよう工夫を凝らしている｡

〔実施日〕１月10日～２月５日(計８回)

〔対象者〕全職員

〔参加者〕407人

〔テーマ講師〕

①部落問題のとらえ方と今の課題（一般財団法人大阪府人権協会 村井

茂）②子どもの人権(特定非営利活動法人山科醍醐こどものひろば 村

井琢哉)③パワーハラスメントの防止について（人事院公務員研修所

高嶋直人）④LGBTを知る(NPO法人QWRC 近藤由香)⑤視覚障害への

理解を深める(茨木市視覚障害者福祉協会 宮林幸子)⑥高齢社会を考え

る（公益社団法人長寿社会文化協会 桑山信子）⑦自殺防止のために

(一般財団法人大阪府人権協会 澤井登志)⑧多文化共生 日本で暮らす

外国人の人権(RINKすべての外国人労働者とその家族の人権を守る関

西ネットワーク早崎直美）

〔場所〕市役所

(10)さま

ざまな人

権問題

人権問題研修を毎年実施してお

り、職員の定期的受講により、

人権意識の向上につながってい

る。

各職員の研修受講意欲向

上を図るため、開催時期

やテーマ等の見直しを検

討する。

課題を検討し、継続して

実施する。
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通番
体系

(大)

体系

(中)
体系(小) 事業名 主担当課 令和元年度事業の取組と実績

10の主要

課題

令和元年度事業の取組と実績に

対する評価
事業の課題 改善方法

93 1 (2) ①指導

者・ボラ

ンティア

の育成

階層別研修の実施 人事課 〔目的〕新任係長級職員として､様々な人権問題についての認識を深

めるとともに､行政に携わる者としての強い使命感を養い､さらに､人

権の視点に立った職務の遂行と部下の育成に資する｡

〔概要〕ハラスメントについての講義

〔実施日〕４月22日

〔対象者〕新任係長級職員

〔参加者〕22人

〔テーマ〕ハラスメントのない職場づくりにむけて

〔講師〕人権･男女共生課職員

〔場所〕市役所

(10)さま

ざまな人

権問題

新任係長級を対象に毎年実施し

ており、管理職となる初年度に

人権問題について再認識するこ

とは、今後の職務遂行等につな

がるものと考える。

各職員の研修受講意欲向

上を図るため、開催時期

やテーマ等の見直しを検

討する。

課題を検討し、継続して

実施する。

94 1 (2) ①指導

者・ボラ

ンティア

の育成

新規採用予定職員

の事前研修の実施

人事課 〔目的〕人権問題を正しく理解し､民主的な社会の実現のために努力

する自覚と責任感の涵養を図る｡

〔概要〕障害者､男女共生､在日外国人､同和問題など様々な人権問題

の現状を知り､それらの課題を自分の身の周りのものへと引き寄せて

考えることによって､人権問題を正しく理解するとともに､身近なもの

とする感覚を養い､市職員として必要な人権知識･感覚の涵養を図る｡

新規採用職員研修

〔実施日〕4月5日

〔対象者〕新規採用職員

〔参加者〕49人

〔テーマ〕人権問題研修

〔講師〕人権･男女共生課職員

〔場所〕竜王山荘

(10)さま

ざまな人

権問題

新規採用予定者へ研修を実施す

ることで、公務員として必要な

人権知識と感覚の修得につなが

るものと考える。

各職員の研修受講意欲向

上を図るため、開催時期

やテーマ等の見直しを検

討する。

課題を検討し、継続して

実施する。

95 1 (2) ①指導

者・ボラ

ンティア

の育成

臨時職員研修の実

施

人事課 〔目的〕豊かな人権感覚が求められる市職員として､特に必要と考え

られる人権問題に関する本質的な認識を深め､日常においても人権の

視点に立った職務遂行に必要な人権感覚と知識水準の向上を図る｡

〔概要〕人権問題研修や各研修会･講演会に職員と共に参加

(10)さま

ざまな人

権問題

人権問題研修を実施すること

で、人権意識の向上につながっ

ている。

各職員の研修受講意欲向

上を図るため、開催時期

やテーマ等の見直しを検

討する。

課題を検討し、継続して

実施する。
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通番
体系

(大)

体系

(中)
体系(小) 事業名 主担当課 令和元年度事業の取組と実績

10の主要

課題

令和元年度事業の取組と実績に

対する評価
事業の課題 改善方法

96 1 (2) ①指導

者・ボラ

ンティア

の育成

職場内研修の実施 人事課 〔目的〕各職場において職員の意識改革を促し､職員一人ひとりの高

い問題意識を育成する｡

〔概要〕職場共通の課題を抽出し､全員で課題解決に取り組む意欲や

職場の連帯感の高揚を図る｡

〔実施日〕平成31年4月～令和２年３月

〔対象者〕職場単位

〔参加者〕808人

〔場所〕各課会議室等

(10)さま

ざまな人

権問題

参加者の人権問題に対する理解

と認識を深めることができた。

職場主催研修の活性化を

図るため、庁内版出前講

座メニューの整備や各職

場でのＯＪＴに対する意

識向上に努める。

課題を検討し、継続して

実施する。

97 1 (2) ①指導

者・ボラ

ンティア

の育成

部落解放･人権夏

期講座への派遣

人事課 〔目的〕同和問題をはじめとする人権問題に対する理解と認識を深

め､人権の視点に立った行政遂行に資する｡

〔概要〕全国的な研究集会等への派遣

〔実施日〕8月21日～23日

〔参加者〕3人

〔場所〕和歌山県高野町

(10)さま

ざまな人

権問題

参加者の人権問題に対する理解

と認識を深めることができた。

各職員の研修受講意欲向

上を図るため、講座内容

や参加者所感を周知する

機会を検討する。

課題を検討し、継続して

実施する。

98 1 (2) ①指導

者・ボラ

ンティア

の育成

市等主催の研修

会･講演会への参

加

人事課 〔目的〕同和問題をはじめとする人権問題に対する理解と認識を深

め､人権の視点に立った行政遂行に資する｡

〔概要〕市等が主催する各種研修会･講演会に職員研修として参加

〔実施日〕1月～2月

〔参加者〕2人

〔テーマ〕多文化共生について考える連続講座

〔場所〕市役所合同庁舎ほか

(10)さま

ざまな人

権問題

参加者の人権問題に対する理解

と認識を深めることができた。

各職員の研修受講意欲向

上を図るため、講座内容

や参加者所感を周知する

機会を検討する。

課題を検討し、継続して

実施する。

99 1 (2) ①指導

者・ボラ

ンティア

の育成

部落解放・人権大

学講座への派遣

人事課 〔目的〕体系的な人権研修､啓発を企画できる立案者､指導者を養成す

る｡

〔概要〕部落解放･人権大学講座への派遣

〔実施日〕８月～３月(24日間)

〔対象者〕職員

〔参加者〕1人

〔場所〕AIAIおおさか

(10)さま

ざまな人

権問題

事業の目的につながる効果が得

られるものと考える。

各職員の研修受講意欲向

上を図るため、講座内容

や参加者所感を周知する

機会を検討する。

課題を検討し、継続して

実施する。
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通番
体系

(大)

体系

(中)
体系(小) 事業名 主担当課 令和元年度事業の取組と実績

10の主要

課題

令和元年度事業の取組と実績に

対する評価
事業の課題 改善方法

100 1 (2) ①指導

者・ボラ

ンティア

の育成

ファシリテーター

養成講座の開催支

援

人権・男

女共生課

〔目的〕啓発活動を効果的に推進し、地域の実情に応じた企画・実践

を行う推進者を養成する。

〔概要〕茨木市人権センターによるワークショップ(参加型学習)によ

りファシリテーターに必要なコミュニケーションについて学習

〔実施日〕11月21日､28日、12月5日、13日

〔対象者〕市民

〔参加者〕延べ参加者25人

〔講師〕栗本敦子さん(Facilitatar 's　ＬＡＢＯ)

〔場所〕市役所合同庁舎４階会議室

(10)さま

ざまな人

権問題

講座への興味が薄くなり、参加

者が少なかった。

啓発の推進のためさらに

参加者を増やす工夫が必

要である。

人権に関する人材育成に

つながるよう継続して実

施する。
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通番
体系

(大)

体系

(中)
体系(小) 事業名 主担当課 令和元年度事業の取組と実績

10の主要

課題

令和元年度事業の取組と実績に

対する評価
事業の課題 改善方法

101 1 (2) ①指導

者・ボラ

ンティア

の育成

人権啓発リーダー

養成講座の開催支

援

人権・男

女共生課

〔目的〕啓発活動を効果的に推進し、地域の実情に応じた企画・実践

を行う推進者を養成する。

〔概要〕市民を対象に前期・後期に分けて、それぞれの人権課題を

テーマに講演会やフィールドワークを実施（茨木市人権センター事

業）

〔実施日〕前期：①6月20日、②27日、③7月4日、④11日

〔参加者〕前期のべ参加者数40人

〔テーマ〕前期：部落問題について考える連続講座①ネットの中の部

落差別②被差別部落の歴史③部落差別を乗り越える課題④フィールド

ワーク（沢良宜地区）

〔講師〕前期：①北口学さん(天理大学　教員)②吉田徳夫さん（関西

大学法学部　教授）③④人権センター職員

〔場所〕前期：①②③市役所合同庁舎４階会議室　④沢良宜いのち・

愛・ゆめセンター

〔実施日〕後期：①1月23日、②30日、③2月6日、④13日

〔参加者〕後期のべ参加者数34人

〔テーマ〕後期：多文化共生について考える連続講座①在住外国人の

人権１②在住外国人の人権２③地域から始める多文化共生の社会づく

り④フィールドワーク（神戸方面）

〔講師〕①②すべての外国人労働者とその家族の人権を守る関西ネッ

トワーク（ＲＩＮＫ）事務局長　早崎直美さん③箕面市国際交流協会

事業課長　河合大輔さん・タナヤさん④人権センター職員

〔場所〕後期：①②③市役所合同庁舎４階会議室④神戸モスク・海外

移住と文化の交流センター・南京町他

(10)さま

ざまな人

権問題

タイムリーな人権課題を扱った

ため前年度と比較して参加数は

多かった。

啓発の推進のためにさら

に参加者を増やす必要が

ある。

タイムリーな人権課題を

テーマに継続して実施す

る。
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通番
体系

(大)

体系

(中)
体系(小) 事業名 主担当課 令和元年度事業の取組と実績

10の主要

課題

令和元年度事業の取組と実績に

対する評価
事業の課題 改善方法

102 1 (2) ①指導

者・ボラ

ンティア

の育成

生活保護現業員研

修会の実施

生活福祉

課

〔目的〕人権が尊重される社会の実現にかかわりの深い生活保護現業

員を中心に、法律関係、医学関係など専門的な認識を深め、職員の知

識・技能の向上を図る。

〔概要〕専門家を招いて研修会を実施

〔実施日〕令和２年３月10日（火）

〔対象者〕生活福祉課職員

〔参加者〕40人

〔テーマ〕対人援助の心理について

〔講師〕奈良大学 太田　仁 教授

(10)さま

ざまな人

権問題

専門家による研修会を実施する

ことにより、対象者に対する人

権意識の向上につながった。

職員の人数も多く、例年

人事異動での現業員の入

れ替わりがあるため、人

権意識の定着を継続して

図っていく必要がある。

今後も定期的に外部の専

門家・有識者の見識や知

識を習得する機会を設

け、人権意識の高揚及び

定着を継続して図ってい

く。

103 1 (2) ①指導

者・ボラ

ンティア

の育成

社会教育関係団体

等リーダー研修会

の開催

社会教育

振興課

社会教育関係団体の指導者の人権尊重意識の高揚を図るため、リー

ダーの役割や団体の役割について考える研修会を開催した。

〔実施日〕①令和元年11月21日、②24日

〔参加者〕①18人、②11人

〔テーマ〕

　①ふだんの生活に防災をプラスする

　②子ども目線からの防災対策～元祖最年少防災士として～

〔講　師〕

　①（一社）プラスワン防災代表理事　坂本真理さん

　②同専任防災士　坂本紫音さん

〔場　所〕上中条青少年センター

(10)さま

ざまな人

権問題

防災士として活躍される講師か

ら、女性、子どもの視点で「減

災」として普段の生活に取り入

れられること、防災における男

女共同参画の必要性を学ぶこと

ができた。

講師都合もあり休日での実施を

試行したが、参加者数は伸びな

かった。

事業参加者が年々減少し

ている。

事業の目的・意義、対象

等について再度確認する

とともに、様々な活動を

される各種団体に興味を

もってもらえるテーマ・

講師選定に努める。

104 1 (2) ①指導

者・ボラ

ンティア

の育成

全国人権保育研究

集会への参加

保育幼稚

園総務課

〔目的〕保育所・幼稚園・認定こども園・地域・家庭すべてを反差

別・人権の視点で点検し、子どもの人権を尊重する保育内容の実施に

努める。

〔実施日〕令和元年11月9日～10日

〔参加者〕保育所長1名

〔場所〕広島県福山市

(2)子ど

も・若者

の問題

人権保育の推進に必要な多くの

知識や技能を実践から学ぶこと

ができた。

今後も参加し、人権保育

の推進のための知識・技

能の習得に努める。

引き続き参加し、人権保

育の推進のための知識や

技能の習得に努める。
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通番
体系

(大)

体系

(中)
体系(小) 事業名 主担当課 令和元年度事業の取組と実績

10の主要

課題

令和元年度事業の取組と実績に

対する評価
事業の課題 改善方法

105 1 (2) ①指導

者・ボラ

ンティア

の育成

障害者差別解消法

推進研修の実施

人事課 〔目的〕障害者差別解消法の内容の理解を深め、行政に求められる合

理的配慮等について学習し、知識・技能の向上を図る。

〔概要〕障害者差別解消法で求められることや合理的配慮についての

講義

〔実施日〕①10月２日②11月19日

〔対象者〕①新規採用職員②新任課長級職員、新任係長級職員等

〔参加者〕①47人②44人

〔テーマ〕①障害者理解について②障害者差別解消法で求められるこ

と・合理的配慮について、障害者差別解消法施行後の各地の動向と展

開について

〔講師〕①社会福祉法人ぽぽんがぽん施設長　水野　昌和②特定非営

利活動法人障害者インターナショナル日本会議副議長　尾上　浩二

〔場所〕①市民体育館②市役所

(4)障害者

問題

新たに管理職や職員となる初年

度に人権問題について再認識す

ることは、今後の職務遂行等に

つながるものと考える。

各職員の研修受講意欲向

上を図るため、開催時期

やテーマ等の見直しを検

討する。

課題を検討し、継続して

実施する。

106 1 (2) ①指導

者・ボラ

ンティア

の育成

点字講習会の開催 障害福祉

課

視覚障害者を対象に点字の習得、活用を目的とする講習会(中途失明

者コース)を開催。

〔実施日〕4月～3月､全21回

〔対象者〕市民

〔参加者〕６人

〔講師〕茨木市視覚障害者福祉協会

〔場所〕障害福祉センターハートフル

(4)障害者

問題

受講者数が定員の半数に満たな

いため周知に努めているが、受

講者数が少ない。

受講者数が定員の半数を

満たないため、実施方法

を検討する必要がある。

点字の習得には繰り返し

学習する必要があり、数

年に渡り同じ対象者が受

講している現状があるた

め、各々の学習レベルに

応じた講習を提供する必

要がある。

そのため、中間評価を含

め講習会前後で評価を

行っていく等委託先と連

携しながら実施方法を検

討していく。
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通番
体系

(大)

体系

(中)
体系(小) 事業名 主担当課 令和元年度事業の取組と実績

10の主要

課題

令和元年度事業の取組と実績に

対する評価
事業の課題 改善方法

107 1 (2) ①指導

者・ボラ

ンティア

の育成

要約筆記講習会の

開催（手書き）

障害福祉

課

要約筆記の基礎技術を学び､聴覚障害者のコミュニケーション支援を

行う要約筆記について啓発する講習会を開催。

〔実施日〕４月～12月､全5回

〔対象者〕市民

〔参加者〕16人

〔講師〕茨木手話サークルのばら

〔場所〕障害福祉センターハートフル

(4)障害者

問題

今年度は講座の回数を減らし、

各１回又は２回の講座とし、市

民への要約筆記の周知講座とし

た。

受講者数が少ない。 来年度より手話講習会に

入れ込むことにより周知

できるようにする。

108 1 (2) ①指導

者・ボラ

ンティア

の育成

要約筆記講習会の

開催（パソコン）

障害福祉

課

要約筆記の基礎技術を学び､聴覚障害者のコミュニケーション支援を

行う要約筆記について啓発する講習会を開催。

〔実施日〕4月～11月、全４回

〔対象者〕市民

〔参加者〕24人

〔講師〕茨木パソコン要約筆記モック

〔場所〕障害福祉センターハートフル

(4)障害者

問題

今年度は講座の回数を減らし、

各１回又は３回の講座とし、市

民への要約筆記の周知講座とし

た。

受講者数が少ない。 来年度より手話講習会に

入れ込むことにより周知

できるようにする。

109 1 (2) ①指導

者・ボラ

ンティア

の育成

手話奉仕員ステッ

プアップ講座の開

催

障害福祉

課

手話通訳について学び､登録手話通訳者として茨木市で活動できる手

話通訳者を養成する講習会を開催。

〔実施日〕5月～11月､週1回､全26回×2

〔対象者〕手話で日常会話が可能で､手話通訳者をめざす市民

〔参加者〕24人

〔講師〕茨木市聴力障害者協会

〔場所〕障害福祉センターハートフル

(4)障害者

問題

手話通訳を目指す方のステップ

アップの講座として開催し、大

阪府の手話通訳養成講座へつな

ぐ講座となっている。

同じ方が繰り返し受講し

ていることが多く、新し

い方の受講が少ない。

繰り返すことも必要であ

るが、手話奉仕員養成講

座の受講者への周知を行

い、新規受講者を増やし

たい。

110 1 (2) ①指導

者・ボラ

ンティア

の育成

手話奉仕員養成講

座の開催

障害福祉

課

聴覚障害者のコミュニケーションの円滑化を図るため、手話奉仕員を

養成する講習会を開催。

〔実施日〕５月～３月､週1回､全40回×2

〔対象者〕市民

〔参加者〕47人

〔テーマ〕手話の基本的技術､聴覚障害者福祉

〔講師〕茨木市聴力障害者協会

〔場所〕障害福祉センターハートフル

(4)障害者

問題

手話の講座に興味はあるが､学

習を講座修了以降も継続しよう

とする人が少ない。

また、受講者の年齢層が高く

なっている。

若い受講者が少ないた

め、周知方法を工夫す

る。

大学生等への周知を行

う。
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通番
体系

(大)

体系

(中)
体系(小) 事業名 主担当課 令和元年度事業の取組と実績

10の主要

課題

令和元年度事業の取組と実績に

対する評価
事業の課題 改善方法

111 1 (2) ①指導

者・ボラ

ンティア

の育成

音訳講習会の開催 障害福祉

課

視覚障害者のコミュニケーション支援のため､音訳ができる人材を養

成する講習会を開催。

〔実施日〕9月～10月(週1回)､全6回

〔対象者〕市民

〔参加者〕5名

〔テーマ〕音訳の基礎技術

〔講師〕リーディングサービスN

〔場所〕障害福祉センターハートフル

(4)障害者

問題

周知の努力をしているが、受講

生が少ない。

継続して実施するととも

に、広報紙等で講習会の

周知を図る。

112 1 (2) ①指導

者・ボラ

ンティア

の育成

音訳・点訳ボラン

ティアの養成講座

の開催

中央図書

館

活字による読書が困難な市民に録音図書を提供するために下記講習会

を開催した。

音訳ボランティア入門講習会

〔開催月〕５月～７月（全11回）

〔参加者数〕10人

〔講師〕日本ライトハウス

〔場所〕中央図書館

音訳ボランティア技術研修講習会

〔開催月〕５月～１月（全５回）

〔参加者数〕31人

〔講師〕日本ライトハウス

〔場所〕中央図書館

(4)障害者

問題

音訳ボランティアの人数を拡充

することができた。小説を中心

とした読み方の技術向上を図る

ことができた。

講習会等を開催し、ボラ

ンティアの技術向上に努

める必要がある。

引き続き講習会等を開催

し、ボランティアの技術

向上に努める。

113 1 (2) ①指導

者・ボラ

ンティア

の育成

全国隣保館職員近

畿ブロック研修会

への参加

人権・男

女共生課

〔目的〕隣保館の運営等に関する情報交換を行い､知識を深め､職員の

知識・技能の向上を図る｡さらに､今後の国の政策や隣保館のあり方等

についての情報を得る｡

〔概要〕全国的な研究集会等への参加

〔実施日〕10月23日

〔参加者〕３名参加

〔場所〕京都市

(5)同和問

題

近畿他府県の状況について、情

報交換・交流等を図ることによ

り、隣保館運営に関する職員の

知識・技能の向上につながっ

た。

職員の知識・技能の向上

を図るため、今後も参加

し、情報交換等に取り組

む。
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通番
体系

(大)

体系

(中)
体系(小) 事業名 主担当課 令和元年度事業の取組と実績

10の主要

課題

令和元年度事業の取組と実績に

対する評価
事業の課題 改善方法

114 1 (2) ①指導

者・ボラ

ンティア

の育成

家庭教育学級指導

者研修会の開催

社会教育

振興課

社会教育関係団体等リーダー研修会に統合

115 1 (2) ①指導

者・ボラ

ンティア

の育成

キャンプカウンセ

ラー研修の実施

社会教育

振興課

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため事業を中止

116 1 (2) ②当事者

グループ

の支援と

協働

学童保育指導員研

修の開催

学童保育

課

〔目的〕学童保育指導員の知識・技能の向上、専門性を高めるため、

発達障害などの基礎的な知識を得る。

〔概要〕学童保育指導員研修会で講演会を実施

〔実施日〕1月22日

〔対象者〕学童保育指導員

〔参加者〕152人

〔テーマ〕愛着に課題のある子どもの理解と支援

〔講師〕伊丹　昌一氏(梅花女子大学)

〔場所〕男女共生センターローズWAM

(2)子ど

も・若者

の問題

研修希望アンケートなどから

テーマを選定した。

愛着に課題のある子どもなどに

対して、事例を通して、適切な

支援などを学び、実践に活かす

機会としては意義があった。

今後も継続して実施して

いく。

指導員の増員に伴い、研

修会場の確保、テーマや

講師選定を検討する。

研修後の指導員の研修の

振り返りなどを参考にし

て、テーマを検討し、対

象者や講師の選定をして

いく。

117 1 (2) ②当事者

グループ

の支援と

協働

茨木市老人クラブ

連合会研修会の実

施

地域福祉

課

〔目的〕研修会の開催を通じて､単位老人クラブ相互の連携を図ると

ともに高齢者福祉の向上をめざす｡

〔概要〕茨木警察署や消費生活センターから講師を招き、高齢者の特

殊詐欺被害防止について学び、会員の知識と意識の向上を図る。

(3)高齢者

問題

各単位老人クラブにおいて、自

身が被害に合わないために必要

な知識の向上に繋がり、人権に

関する情報共有が進んだ。

会員が年々減少してお

り、老人クラブ会員同

士、単位老人クラブ同士

の連携を今後如何に続け

ていくかが懸念である。

継続して実施する。
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通番
体系

(大)

体系

(中)
体系(小) 事業名 主担当課 令和元年度事業の取組と実績

10の主要

課題

令和元年度事業の取組と実績に

対する評価
事業の課題 改善方法

118 1 (2) ③自ら学

び、行動

する消費

者市民の

育成

消費者月間記念講

演会の開催

市民生活

相談課

〔目的〕広く市民に対して､日常生活を営むうえで起こりうる消費者

問題に関する理解を深め､消費者の自立を支援する｡

〔概要〕消費者月間(5月)に､消費者問題に関するテーマで記念講演会

を実施

〔実施日〕5月25日

〔対象者〕市民

〔参加者〕160人

〔テーマ〕旅を楽しむ極意とは

〔講師〕平田進也氏

〔場所〕男女共生センターローズWAM

(10)さま

ざまな人

権問題

添乗員・平田進也氏に、旅行に

関する契約等について、具体事

例をもとに講演いただいたこと

により、トラブルの未然防止に

努めることができた。

社会情勢等を踏まえなが

ら、テーマや内容等を検

討し実施する。

119 1 (2) ③自ら学

び、行動

する消費

者市民の

育成

消費生活啓発講

座・講習会の開催

市民生活

相談課

〔目的〕消費者意識を高め､正しい知識や情報を提供することにより

消費者の自立を支援する｡

〔概要〕出前講座､セミナー､パネル展示等により各種啓発講座を実施

〔実施日〕

出前講座(21か所)

セミナー(8月3日､1月27日)

パネル展示(5月21日～26日)

〔対象者〕市民

〔参加者〕延べ2,347人

〔テーマ〕ポッキーを使ってプログラミングを学ぼう他

〔場所〕市民総合センター他

(10)さま

ざまな人

権問題

市内各地域で子どもから高齢者

まで幅広い世代へ啓発を実施す

ることができた。また、参加・

体験型のセミナーを実施するな

ど、主体的な学びの場を提供で

きた。

社会情勢等を踏まえなが

ら、テーマや内容等を検

討し実施する。

120 1 (2) ③自ら学

び、行動

する消費

者市民の

育成

消費生活展の開催 市民生活

相談課

〔目的〕最新の情報を広く市民に知らせ､市民とともに｢よりよい暮ら

しを求めて｣消費者問題を考え､被害を未然に防ぎ､自立できる消費者

であるための足がかりをつくる｡また､消費者団体の交流･活動の場と

する｡

〔概要〕パネル展示や相談コーナー､体験コーナー等を実施

〔実施日〕10月19日、11月10日

〔対象者〕市民

〔参加者〕延べ1,050人

〔場所〕イオンモール茨木他

(10)さま

ざまな人

権問題

大型複合商業施設や公民館等で

実施することにより、買い物へ

来られた市民等、消費生活に関

心がない方への啓発ができた。

社会情勢等を踏まえなが

ら、テーマや内容等を検

討し実施する。
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通番
体系

(大)

体系

(中)
体系(小) 事業名 主担当課 令和元年度事業の取組と実績

10の主要

課題

令和元年度事業の取組と実績に

対する評価
事業の課題 改善方法

121 1 (3) ①ＮＰ

Ｏ・地域

団体等の

支援

地区人権啓発推進

委員会の結成及び

促進

人権・男

女共生課

〔目的〕地域に根づいた草の根の人権啓発のために地区人権啓発推進

委員会を結成。

〔概要〕茨木市人権啓発推進協議会役員とともに未結成校区の小学校

を訪問し、委員会の結成を依頼

(10)さま

ざまな人

権問題

新規の結成には至らなかった

が、次年度結成に向け打合せを

実施した。

すべての小学校区で結成

されるよう継続して支援

する。

122 1 (3) ①ＮＰ

Ｏ・地域

団体等の

支援

地区人権啓発推進

委員会の活動支援

人権・男

女共生課

〔目的〕地域での活動の紹介や情報交換を通して、人権草の根組織間

の連携を図る。

〔概要〕市人権啓発推進協議会と27地区人権啓発推進委員会との交流

に協力。

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

　

(10)さま

ざまな人

権問題

123 1 (3) ①ＮＰ

Ｏ・地域

団体等の

支援

家庭教育学級の開

設

社会教育

振興課

児童の保護者が家庭教育の重要性を認識し､子どもの育成に必要な知

識と技術について学習し､家庭の教育力の向上を図るため、市内各小

学校区に学級(22学級)を開設した。「人権」「親学習」を学習必須項

目として、年間を通じて自主的に学習や情報交換等の活動を行ってい

る。

〔実施日〕5月又は6月～2月

〔参加者〕延べ3,365人

(10)さま

ざまな人

権問題

親学習、人権の尊重、子どもの

心とからだの健康等をテーマと

した学習会や交流会を、各学級

が自主的に企画・実施した。保

護者がつながり、ともに学ぶ場

となっている。

就労や地域活動等によ

り、実施曜日や時間帯の

問題で活動に参加するこ

とが難しいという方が増

え、学級生数や講座実施

回数は年々減少してい

る。

引き続き、「親学習」

「人権」をはじめ家庭教

育に関する自主的な活動

として支援していくとと

もに、社会情勢にあった

活動形態等を検討してい

く。

124 1 (3) ①ＮＰ

Ｏ・地域

団体等の

支援

茨木市ＰＴＡ協議

会の活動支援

社会教育

振興課

①単位PTA活動の充実と活性化を図り、つながりを深める｡

②PTA全体で共通の思いを持ち、学び、楽しめる市P活動の充実を図

る｡

③各種機関･団体との連携を図り、子どもたちを取り巻く現状を学ぶ｡

④市Pの運営の効率化を図る。

①～④を目的として、総会、理事会、役員会、市ＰＴＡ大会、広報誌

発行等を実施する、茨木市ＰＴＡ協議会の活動を支援した。

(2)子ど

も・若者

の問題

各種事業を通じて、市内の幼稚

園、認定こども園、小、中学校

の単位PTA58団体の活動の支

援、活性化を図った。平成24

年から、独自の事務局を設置し

自主的な運営を行っており、市

から独立した社会教育関係団体

としての力をつけてきている。

核家族化、共働き世帯の

増加等の社会情勢の変化

に伴い、ＰＴＡ活動の在

り方について見直しが必

要になってきている。

ＰＴＡ活動の意義を保護

者や教職員に丁寧に伝

え、広く理解を得るとと

もに、活動の負担軽減を

図るなど、時代の変化に

応じて取り組んでいける

よう、関係課とも連携

し、団体の自主的な運営

を支援していく。
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通番
体系

(大)

体系

(中)
体系(小) 事業名 主担当課 令和元年度事業の取組と実績

10の主要

課題

令和元年度事業の取組と実績に

対する評価
事業の課題 改善方法

125 1 (3) ①ＮＰ

Ｏ・地域

団体等の

支援

茨木市こども会育

成連絡協議会への

支援

社会教育

振興課

こども会育成者相互の連絡を密にするとともに､茨木市内のこども会

の自主的活動を振興し､心身ともに健全なこどもの育成と福祉の増進

を図ることを目的とするこども会育成連絡協議会を支援する。

(2)子ど

も・若者

の問題

こども会育成者の相互連絡を維

持し、大阪府こども会育成連合

会等他団体からの情報等につい

ても、適宜共有を図ったこと等

により、市内こども会の自主的

な活動を支援することができ

た。

こども会加入率や子ども

会数の減少に伴い、単位

こども会の育成者が減少

しつつある。

こども会及びこども会育

成者間の連絡協調やこど

も会活動の維持を図るた

め、引続き茨木市こども

会育成連絡協議会を支援

する。

126 1 (3) ①ＮＰ

Ｏ・地域

団体等の

支援

茨木市青少年健全

育成運動協議会へ

の支援

社会教育

振興課

青少年の健全な育成をめざし､地域と連携して健全育成運動の輪を広

げることを目的とする青少年健全育成運動協議会を支援する｡

青少年健全育成補助事業実施団体

　　85団体　　事業数175事業

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となった事業において

も、準備経費を補助対象としていることから、上記事業数に計上して

います。

(2)子ど

も・若者

の問題

補助金を活用して事業を実施す

ることにより、青少年と地域と

の関わりを深めることにつな

がった。また、好事例を表彰す

るアワードを創設することによ

り各地域の行事を周知すること

につながった。

青少年問題協議会が提言

する青少年健全育成重点

目標を意識した取り組み

となるよう周知を行う。

今後も、各団体の自主的

な運営を支援していく。

127 1 (3) ①ＮＰ

Ｏ・地域

団体等の

支援

茨木市青少年指導

員連絡協議会への

支援

社会教育

振興課

各中学校区ごとに結成する青少年指導員相互の連絡協調及び青少年指

導に関する諸問題の研究協議や街頭啓発等を行い､青少年健全育成の

推進を図ることを目的とする青少年指導員連絡協議会を支援する｡

巡回街頭指導　4回　113人

(2)子ど

も・若者

の問題

インターネット世界において青

少年が犯罪に巻き込まれるケー

スも多発するなど青少年に関す

る問題が複雑多様化している。

こども育成部とも連携

し、様々な視点から青少

年の健全育成に取組む。

今後も、団体と連携・協

力し、地域の実情に応じ

た対応等を検討してい

く。

128 1 (3) ②市民参

加による

まちづく

りの推進

ローズＷＡＭまつ

りの開催

人権・男

女共生課

〔目的〕男女共同参画社会の推進のため、センターの活動の集大成と

して、市民と協働して実施する。

〔概要〕男女共生センターローズWAMを拠点に活動する登録団体､

サークルによる出店や展示等､コンサート､講演会等

〔実施日〕２月８日～２月９日

〔対象者〕市内在住･在勤･在学者

〔参加者〕2,429人

〔テーマ〕つなげよう　つながろう

 〔場所〕男女共生センターローズWAM

(1)男女共

同参画

ローズＷＡＭ事業および男女共

同参画への理解を促進するため

に実行委員会形式で市と市民が

協働し、男女共同参画社会を実

現する拠点施設としての活動成

果を発表することができた。

継続して実施し、企画内

容については実行委員会

主体で検討する。
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通番
体系

(大)

体系

(中)
体系(小) 事業名 主担当課 令和元年度事業の取組と実績

10の主要

課題

令和元年度事業の取組と実績に

対する評価
事業の課題 改善方法

129 1 (3) ②市民参

加による

まちづく

りの推進

茨木市住みよいま

ちづくり協議会と

関係機関・団体と

の連携・協力

市民協働

推進課

〔目的〕人権・男女共生課が実施する「非核平和街頭キャンペーン」

に参加することで、「非核平和都市宣言」の趣旨に基づき、広く市民

の皆さまに対し、平和についての認識を深めていただくとともに、平

和への市民意識の高揚を図る｡

〔概要〕啓発用のぼりを設置するとともに、参加者全員で駅乗降客や

通行人に「非核標語入りティッシュペーパー」と「ボールペン」を配

布した。

〔実施日〕令和元年８月６日（火）

〔対象者〕住みよいまちづくり協議会から延べ２人が参加。

〔参加者〕55人

〔実施場所〕ＪＲ茨木駅と阪急茨木市駅

(10)さま

ざまな人

権問題

住みよいまちづくり協議会をは

じめとする多様な主体が連携し

て「非核平和街頭キャンペー

ン」に参加することで、市民の

主体的な人権教育・啓発に関す

る活動の促進に加え、市民参加

によるまちづくりの推進に努め

ることができた。

関係機関・団体との連携

を図り、人権問題の啓発

に加え、市民の主体的な

まちづくりを推進する。

関係機関・団体との連携

を図り、人権問題の啓発

に加え、市民の主体的な

まちづくりを推進する。

130 1 (3) ②市民参

加による

まちづく

りの推進

環境フェアの開催 環境政策

課

〔目的〕市域における環境保全の取組を推進し、「COOL CHOICE」

に関する啓発を総合的に行う。

〔概要〕環境に関する講演会､自然観察会等を開催

〔実施日〕11月16日・17日

〔対象者〕市民

〔参加者〕7,400人

〔場所〕市民総合センター・中央公園北グラウンドほか

(10)さま

ざまな人

権問題

クリエイトセンターへの集客が

課題であることから、中央公園

北グラウンドや、農業祭の会場

である南グラウンドから誘客す

るための企画を充実させ、市民

の主体的な人権教育・啓発に関

する活動の推進に取り組んだ。

令和２年度には中央公園

北グラウンドの拡張工事

が予定されており、通り

がかりの市民が市民総合

センターへ来館いただき

やすいルートを検討する

必要がある。

関係団体等との調整を行

い、市民会館跡地の暫定

広場も活用しながら、効

果的な配置となるよう検

討する。

131 1 (3) ②市民参

加による

まちづく

りの推進

茨木市自治会長説

明会における、個

人情報の取扱いに

ついての啓発

市民協働

推進課

〔目的］平成29年5月30日に施行された改正個人情報保護法の内容に

ついて理解を深め、適正な個人情報の取扱いに努める。

〔概要〕自治会の名簿等も改正個人情報保護法適用の対象となるた

め、その内容及び取扱いについて、自治会長説明会にて説明し、ま

た、自治会ハンドブックにおいて、個人情報取扱要領の参考例を掲載

し、啓発活動に努めた。

〔実施日〕平成31年4月25日（木）令和元年5月6日（土）

〔対象者〕各単位自治会長

〔参加者〕延べ238人

〔実施場所〕福祉文化会館文化ホール

(7)個人情

報

平成29年５月30日に施行され

た改正個人情報保護法の内容に

ついて、自治会長を対象に説明

会を実施するとともに、自治会

ハンドブックに個人情報取扱要

領の参考例を掲載することで、

自治会における個人情報の適正

な取扱いへの理解を深める一助

となった。

個人情報の取扱について

は、引き続き、自治会長

説明会や自治会ハンド

ブックなどによる啓発に

努め、市民の主体的なま

ちづくりを推進する。
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通番
体系

(大)

体系

(中)
体系(小) 事業名 主担当課 令和元年度事業の取組と実績

10の主要

課題

令和元年度事業の取組と実績に

対する評価
事業の課題 改善方法

132 1 (3) ③当事者

の参加の

推進

地域に開かれた交

流の場づくり

人権・男

女共生課

〔目的〕地域住民のふれあいのある豊かな地域づくりをめざす｡

〔概要〕地域交流､人権啓発､生涯学習の場として､各種講座等を実

施。

〔実施日〕4月～3月

〔対象者〕市内在住･在勤の方

①豊川いのち・愛・ゆめセンター

〔参加者〕848人

〔場所〕豊川いのち・愛・ゆめセンター

②沢良宜いのち・愛・ゆめセンター

〔参加者〕2,736人

〔場所〕沢良宜いのち・愛・ゆめセンター

③総持寺いのち・愛・ゆめセンター

〔参加者〕1,235人

〔場所〕総持寺いのち・愛・ゆめセンター

(10)さま

ざまな人

権問題

平成27年度以降、地域交流促

進事業として、外部の事業者へ

委託することで、参加者の増加

につながっている。

効果的な事業実施を図

る。

受託者と連携を図る。
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通番
体系

(大)

体系

(中)
体系(小) 事業名 主担当課 令和元年度事業の取組と実績

10の主要

課題

令和元年度事業の取組と実績に

対する評価
事業の課題 改善方法

133 1 (3) ③当事者

の参加の

推進

人権フェスタの開

催

人権・男

女共生課

〔目的〕人権問題を解決するためには社会全体で取り組んでいく必要

があるため､地域コミュニティの形成やグループ活動を促進する｡

〔概要〕地域に開かれた交流の場として､地域の団体や多くの人たち

が参加するフェスタを開催

①豊川いのち・愛・ゆめセンター

豊川やよい祭り

〔実施日〕２月29日・３月１日（コロナウイルス感染拡大防止のた

め、中止）

〔対象者〕市民

〔場所〕豊川いのち･愛･ゆめセンター

②沢良宜いのち・愛・ゆめセンター

ふれあいまちづくりフェスタ

〔実施日〕５月27日

〔対象者〕市民

〔参加者〕480人

〔場所〕沢良宜いのち・愛・ゆめセンター

③総持寺いのち・愛・ゆめセンター

三島まちの玉手箱

〔実施日〕２月15日

〔対象者〕市民

〔参加者〕629人

〔場所〕総持寺いのち・愛・ゆめセンター

(10)さま

ざまな人

権問題

地域の様々な関係機関と連携す

ることで、地域の行事として定

着してきた。平成27年度以

降、地域交流促進事業として、

外部の事業者への委託により、

参加者の増加につながってい

る。

地域のニーズを捉えて、

多くの方に参加いただけ

るイベントを企画・実施

できるようになるのが課

題なので、効果的な事業

実施を図る。

受託者と連携を図る。

134 1 (4) ①人権に

関する情

報収集・

提供機能

の充実

ホームページによ

る啓発の実施

人権・男

女共生課

〔目的〕市民の人権意識の高揚を図るため､人権問題に関する情報や､

人権教育･啓発材料の情報提供を行う｡

〔概要〕ホームページによる情報提供を行う｡

(10)さま

ざまな人

権問題

人権相談をはじめ、各種講座の

情報提供、啓発活動を広報する

ことができた。

継続して実施する。
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体系

(大)

体系

(中)
体系(小) 事業名 主担当課 令和元年度事業の取組と実績

10の主要

課題

令和元年度事業の取組と実績に

対する評価
事業の課題 改善方法

135 1 (4) ①人権に

関する情

報収集・

提供機能

の充実

人権資料の充実 中央図書

館

人権・男

女共生課

市民の自主的・主体的な人権教育・啓発を推進するため、各図書館や

人権センターなどで書籍やビデオなどの人権関係資料を提供する。

(10)さま

ざまな人

権問題

利用者のニーズに応じて、人権

知識や人権感覚の向上につなが

る書籍等を提供することができ

た。

継続して人権関係資料を

提供する必要がある。

今後も継続して人権関係

資料を提供する。

136 1 (4) ①人権に

関する情

報収集・

提供機能

の充実

多言語での生活ガ

イドブックの配布

文化振興

課

転入してきた日本語に不慣れな外国人の利便性向上のために、英語・

中国語のいばらき生活ガイドブックを更新・配布した。

(6)外国人

問題

相談機関・生活の情報や、健康

保険・年金に関する基本的な情

報を冊子にまとめて提供するこ

とで、外国人の利便性向上につ

ながった。

転入済の市内に住んでい

る日本語に不慣れな外国

人への行政情報提供を見

直す。

外国語だけでなく、やさ

しい日本語についても情

報提供を行う。

137 1 (4) ①人権に

関する情

報収集・

提供機能

の充実

茨木市人権教育研

究協議会との連携

（再掲）

学校教育

推進課

〔目的〕人権教育の機軸に同和教育を位置づけ､部落差別解消をはじ

めとした人権の確立をめざす｡

〔概要〕教職員による人権教育の実践を促す｡

(10)さま

ざまな人

権問題

次世代教職員の育成の取組みや

校区連携により、人権教育の実

践を進めることができた。

経験の浅い教職員が増加

することにより、教職員

全員が理解できていな

い。

多くの教職員が参加でき

るように広い研修会場を

設定する。

直面する人権課題をより

踏まえた内容で取組む。

138 1 (4) ②人権教

育・啓発

に関する

調査・研

究

いのち・愛・ゆめ

センター地域交流

促進・相談機能強

化事業

人権・男

女共生課

〔目的〕地域の実情に即した講座や地域交流行事を開催し、地域住民

の相互の理解と交流を促進する。また長期的、継続的な助言指導によ

る自立促進及び相談事業の集約、分析により地域課題を発見し、課題

解決に向けた地域コミュニティの育成を図る。

〔概要〕公募型プロポーザル方式により、社会福祉法人等へ事業を委

託して実施。

(10)さま

ざまな人

権問題

各センターごとに、受託者が相

談内容等を集約した事業完了報

告書を作成することで、相談内

容等の傾向把握、課題等の整理

ができた。

地域課題等の把握・整理

を行う。

事業完了報告書の内容か

ら抽出した課題より、地

域のニーズに合致した取

組みを実施していく。

139 1 (4) ②人権教

育・啓発

に関する

調査・研

究

茨木市進路保障協

議会との連携

学校教育

推進課

〔目的〕様々な課題をもつ生徒をはじめ､全ての子どもたちの進路を

保障する｡

〔概要〕生徒の進路保障に取り組む団体を助成

(2)子ど

も・若者

の問題

すべての子どもたちの進路保障

に向けて、研修会や小中高の連

携の取組みを行い、中退防止に

成果をあげた。

経験の浅い教職員が増加

することにより、教職員

全員が理解できていな

い。

進路保障協議会と連携を

行い、これまでの取り組

みを継承していく。

44 



通番
体系
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体系

(中)
体系(小) 事業名 主担当課 令和元年度事業の取組と実績

10の主要

課題

令和元年度事業の取組と実績に

対する評価
事業の課題 改善方法

140 1 (4) ②人権教

育・啓発

に関する

調査・研

究

人権教育冬季研究

集会の開催（再

掲）

学校教育

推進課

〔目的〕市内幼･小･中学校園における人権教育の取組みを交流し､研

究協議をすることで､実態課題を明らかにし､人権教育をより広げ深め

る｡

〔概要〕市内幼･小･中学校園における人権教育の取組の交流と研究討

議

〔実施日〕２月５日

〔対象者〕幼小中教職員

〔場所〕茨木小学校

(10)さま

ざまな人

権問題

市内幼・小・中学校における人

権教育の取組みを通して交流

し、研究討議することで、各

幼・小・中学校の取組みの達成

状況を確認することができた。

教職員が参加できる時間

帯を設定する必要があ

る。

参加者、共同研究者から

のアンケートにより、そ

の意見を研修会の内容等

に反映する。

141 1 (4) ③災害時

における

災害弱者

の支援体

制の確立

と地域連

携の促進

障害福祉サービス

事業所連絡会災害

対策PT会議の開

催

障害福祉

課

市域における大規模な災害の発生に伴い、障害者基本法(昭和45年法

律第84号)第２条に規定する障害者で、避難所における生活が困難な

者のために、障害福祉サービス事業所連絡会会員が運営する施設内に

避難施設を設置し、要配慮者を避難させることにより、要配慮者が支

障なく避難生活を送ることができるよう協定を結び、必要な連携をと

る。

〔概要〕要配慮者避難施設の設置・運営検討

〔実施日〕随時

〔参加者〕障害福祉サービス事業所職員、市職員

〔場所〕福祉文化会館

(4)障害者

問題

要配慮者避難施設の設置につい

ては、一定の目標を達成するこ

とができた。

大阪北部地震をふまえ、

今後は事業所が事業所の

業務継続を考慮の上、事

業所同士の連携確認や利

用者フローの体制を整理

できるよう支援を行う。

142 1 (5) ①教育の

機会均等

の確保と

学習の場

の充実

茨木市学習・生活

支援事業

相談支援

課

〔目的〕貧困の連鎖防止のため、生活保護世帯やひとり親家庭の子ど

もに対し、生きるための力を育むための支援を行う。

〔概要〕市内の６か所において、学習・生活支援事業を行った。

〔実施日〕年530回

〔対象者〕中学生【生活保護世帯、ひとり親世帯、学校長に推薦され

た生徒】

〔参加者〕延べ利用者数 3,116人(内訳：生活保護世帯689人、ひと

り親世帯1,096人、学校長推薦1,331人)

〔場所〕総持寺いのち・愛・ゆめセンター、沢良宜いのち・愛・ゆめ

センター、社会福祉協議会分室、豊川コミュニティセンター、春日コ

ミュニティセンター、耳原公民館

(2)子ど

も・若者

の問題

学校に来ない子が学習会には来

てくれていたり、学習面以外で

の成長も見られた。特に３年生

については、受験に向けて勉強

意欲の向上も見られた。

学習会にも来られない子

どもへの支援や、子ども

自身が自学自習する力の

定着が求められる。

受託事業者と連携して、

学習会への参加を促す。
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通番
体系

(大)

体系

(中)
体系(小) 事業名 主担当課 令和元年度事業の取組と実績

10の主要

課題

令和元年度事業の取組と実績に

対する評価
事業の課題 改善方法

143 1 (5) ①教育の

機会均等

の確保と

学習の場

の充実

幼・小・中学校に

おける通訳派遣事

業

学校教育

推進課

〔目的〕小中学校に在籍する在日外国人児童･生徒に対する学校生活

への適応を促す｡

〔概要〕通訳を派遣し学習支援を行う｡

(6)外国人

問題

通訳により学校生活に馴染むこ

とができ、日本語の習得にもつ

ながっている。

さまざまな地域から来る

ため、必要な言語の通訳

者を確保することが難し

い。

茨木市実用日本語学習会

と連携をして、通訳者を

確保する。

144 1 (5) ①教育の

機会均等

の確保と

学習の場

の充実

茨木市在日外国人

教育研究協議会と

の連携

学校教育

推進課

〔目的〕在日外国人教育を推進する｡

〔概要〕在日外国人教育の向上に取り組む団体を助成

(6)外国人

問題

外国にルーツのある子どもの自

尊感情を高め、進路保障につな

がる在日外国人教育を進めるこ

とができた。

多くの学校に外国にルー

ツのある子どもが増加し

てきたため、どのように

して取り組めばよいか分

からない学校もある。

在日外国人協議会と連携

を行い、これまでの取り

組みを継承していく。

145 1 (5) ②識字・

日本語学

習や基礎

教育の学

び直しの

機会の提

供

識字学級等の開催

及び日本語教室等

の開催

社会教育

振興課

人権・男

女共生課

〔目的〕日常生活に必要な文字の読み書きを習得し､社会的自立を支

援する｡

〔概要〕教育の機会を疎外されてきた人々には識字教室を､在日外国

人等を対象に日本語教室を開催

〔実施日〕毎週1回または２回

〔対象者〕市民、在勤、在学

〔参加者〕①延べ1,122人(３センター合計数)

　　　　　②延べ395人

〔場所〕①豊川･沢良宜･総持寺

　　　　　いのち･愛･ゆめセンター

　　　　②生涯学習センターきらめき

(10)さま

ざまな人

権問題

地域の実情に応じた講座を実施

し、地域住民に学習機会を提供

することができた。

技能実習生受け入れ拡大

に伴う受講希望者の増加

に対応していく必要があ

る。

学習指導者の定期的な募

集により一定確保し、学

習の待機が出ないよう調

整する必要がある。

学習機会の継続が図れる

よう、生活面での課題に

ついても、寄り添い支援

できるようにする。

・講師間での情報・技術

の共有や、多人数対応が

可能なサロン方式を導入

する等、学習ニーズを満

たせるよう各館の状況に

合わせて実施する。

・生活課題を発見し、解

決するために相談員や福

祉関係部署と連携を図

る。
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通番
体系

(大)

体系

(中)
体系(小) 事業名 主担当課 令和元年度事業の取組と実績

10の主要

課題

令和元年度事業の取組と実績に

対する評価
事業の課題 改善方法

146 1 (5) ②識字・

日本語学

習や基礎

教育の学

び直しの

機会の提

供

幼・小・中学校に

おける通訳派遣事

業（再掲）

学校教育

推進課

〔目的〕小中学校に在籍する在日外国人児童･生徒に対する学校生活

への適応を促す｡

〔概要〕通訳を派遣し学習支援を行う｡

(6)外国人

問題

通訳により学校生活に馴染むこ

とができ、日本語の習得にもつ

ながっている。

さまざまな地域から来る

ため、必要な言語の通訳

者を確保することが難し

い。

茨木市実用日本語学習会

と連携をして、通訳者を

確保する。

147 1 (5) ②識字・

日本語学

習や基礎

教育の学

び直しの

機会の提

供

茨木市在日外国人

教育研究協議会と

の連携（再掲）

学校教育

推進課

〔目的〕在日外国人教育を推進する｡

〔概要〕在日外国人教育の向上に取り組む団体を助成

(6)外国人

問題

外国にルーツのある子どもの自

尊感情を高め、進路保障につな

がる在日外国人教育を進めるこ

とができた。

多くの学校に外国にルー

ツのある子どもが増加し

てきたため、どのように

して取り組めばよいか分

からない学校もある。

在日外国人協議会と連携

を行い、これまでの取り

組みを継承していく。

148 2 (1) ①当事者

のエンパ

ワメン

ト、市民

の主体的

な判断・

自己実現

の支援

生活困窮者自立支

援事業

相談支援

課

〔目的〕経済的に困窮している方（世帯）のみならず、複合的な課題

を抱え困っている方（世帯）に対して、本人とともに自立に向けたプ

ランを作成し、伴走型の支援を行う。

〔概要〕多様で複合的な課題を抱える生活困窮者に対する福祉のワン

ストップ総合相談窓口として実施。その中で「一時生活支援事業」、

「就労準備支援事業」等による、一時的な生活の場の確保や就労にい

たる準備支援などを行った。

〔実施日〕随時

〔対象者〕生活困窮者等

〔新規相談件数〕565人

〔場所〕相談支援課

(1)男女共

同参画

不安や課題を明確にし、支援プ

ランを作成したうえで支援を実

施することにより、相談者の抱

える不安や課題の解決につな

がった。

効果的な自立支援を実施

するためには、完全に困

窮状態に陥る前の早期支

援が有効になるため、関

係機関との連携の強化が

必要である.

事業の周知を行うととも

に、関係機関との強化を

図る。
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通番
体系

(大)

体系

(中)
体系(小) 事業名 主担当課 令和元年度事業の取組と実績

10の主要

課題

令和元年度事業の取組と実績に

対する評価
事業の課題 改善方法

149 2 (1) ①当事者

のエンパ

ワメン

ト、市民

の主体的

な判断・

自己実現

の支援

就職サポート事業 商工労政

課

〔目的〕働く意欲がありながら､様々な就労阻害要因を抱えるため､就

労できない人の就労を支援する｡

〔概要〕ハローワークや茨木商工会議所と連携し、仕事なんでも相

談、合同就職面接会等の就労支援を実施した。

〔実施事業名〕仕事なんでも相談

〔相談件数〕237件

〔実施事業名〕就活支援事業

〔参加事業所〕9事業所　〔参加者〕18人

〔実施事業名〕就労支援フェア（合同就職面接会、就労・起業相談

等）

〔開催日〕①令和元年５月30日（子育て）②７月12日③10月25日④

11月27日（障害）⑤令和２年１月24日

〔来場者〕①65人②95人③80人④140人⑤76人

〔実施事業名〕職業能力開発講座①技能講習②医療事務基礎講座③障

害者向けパソコン講座

〔実施日〕①平成31年４月～令和２年３月②令和元年９月～11月

（18日間）③令和元年８月～９月（３日間）

〔参加者〕①６人　②11人　③７人

〔実施事業名〕就職支援セミナー

〔実施日〕①令和元年5月30日②７月４日③10月18日

〔参加者〕①22人　②93人　③３人

〔実施事業名〕再就職支援助成金

〔交付件数〕３件

〔実施事業名〕就労体験事業〔参加者〕２人

(10)さま

ざまな人

権問題

合同就職面接会の来場者数、就

職者数ともに増加した。職業能

力開発講座のうち、医療事務基

礎講座は申込者・参加者数とも

前年度とも昨年度より減少し

た。在宅ワークがテーマの就職

支援セミナーを開催したとこ

ろ、多くの方に参加いただい

た。庁内関係課・関係機関との

連携により合同就職面接会等の

事業を実施し、就労の支援に努

めた。

就職困難者の就労を支援

するため、本市の就労支

援メニューをはじめ、

様々な主体が行う事業を

活用する。
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通番
体系

(大)

体系

(中)
体系(小) 事業名 主担当課 令和元年度事業の取組と実績

10の主要

課題

令和元年度事業の取組と実績に

対する評価
事業の課題 改善方法

150 2 (1) ①当事者

のエンパ

ワメン

ト、市民

の主体的

な判断・

自己実現

の支援

いのち・愛・ゆめ

センター地域避難

訓練事業

人権・男

女共生課

〔目的〕要支援者個別に避難計画を作成してもらい、本人、その支援

者及び指定避難所が本人の災害時の行動やその優先順位について共有

することで、本人が適切な配慮を受けられるようにする。

自主防災会を立ち上げる機運につなげ、地域で自主防災を担えるよう

にする。

〔概要〕指定避難所である豊川いのち・愛・ゆめセンターに避難する

と想定している人の中から、避難計画を作成したい方を公募し、計画

作成、訓練実施、振り返りも行う。

〔実施日〕新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止

〔場所〕豊川いのち・愛・ゆめセンター

(10)さま

ざまな人

権問題

今年度は、いのち・愛・ゆめセ

ンター開催では、実施せず。小

学校にて、まちづくり協議会主

催で開催に構成員として協力す

る。

自主防災会の立ち上げ、

またはそれに代わる地域

の取り組みを活発にして

いく。

避難所で起こりうる課題

を、より自分ごととして

捉えられるよう、夜間避

難訓練・宿泊訓練研修を

行う。

151 2 (1) ①当事者

のエンパ

ワメン

ト、市民

の主体的

な判断・

自己実現

の支援

茨木市子ども・若

者自立サポート事

業

こども政

策課

〔目的〕子ども・若者の生きづらさの早期解消

〔概要①〕茨木市子ども・若者自立支援センター「くろす」におい

て、ひきこもり・ニート・不登校等の子ども・若者とその保護者の個

別専門支援を実施

(委託先)社会福祉法人ぽぽんがぽん

〔実績〕・面談　　本人　　のべ1,379件

　　　　　　　　　保護者　のべ1,384件

　　　・居場所　　　　　　のべ272件

　　　・訪問支援　　　　　のべ318件

　　　・同行支援　　　　　のべ14件

　　　・電話相談　　　　　のべ679件

　　　・他機関・企業連携　のべ492件

　　　・センター利用により子ども・若者が

　　　　状態改善した割合　95.7％

〔概要②〕子ども・若者自立支援センターの利用料を無償化

〔概要③〕子ども・若者支援地域協議会の指定支援機関として、子ど

も・若者支援の主導的役割を担う

(2)子ど

も・若者

の問題

・茨木市子ども・若者自立支援

センター「くろす」を利用する

ことで本人の状態が改善された

率が昨年度と比べ上昇している

ことから、子ども・若者の状態

改善を図ることができている。

・子ども・若者自立支援セン

ターの利用料無償化により、保

護者だけでなく当事者からの相

談件数が増加した。

子ども・若者自立支援セ

ンター「くろす」の利用

料無償化に伴い相談件数

が大幅に増加しており、

支援員の負担が増え、相

談者も初回面談まで長期

待機を余儀なくされてい

る。

その対応として、令和２

年度の事業運営では支援

員の配置人数を１名増員

する。
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通番
体系

(大)

体系

(中)
体系(小) 事業名 主担当課 令和元年度事業の取組と実績

10の主要

課題

令和元年度事業の取組と実績に

対する評価
事業の課題 改善方法

152 2 (1) ①当事者

のエンパ

ワメン

ト、市民

の主体的

な判断・

自己実現

の支援

ひとり親就業支援

講座の開催

こども政

策課

〔目的〕ひとり親家庭の自立促進

〔概要〕介護職員実務者研修を実施することにより、介護保険事業所

で働く上で必要になる基本的な知識や技術を習得し、就業やキャリア

アップへとつなげることで、ひとり親家庭の自立促進を図る。(一時

保育あり)

〔日程〕全１６日(土曜日)

〔場所〕未来ケアカレッジ千里丘校

〔実績〕受講修了者 11人

(2)子ど

も・若者

の問題

新たに介護関係の就労を目指す

方だけでなく、現在介護関係で

働いている方のキャリアアップ

にもつながっている。

介護職員初任者研修をす

でに受講されている方が

多く見られ、介護職員実

務者研修を開講してほし

いという要望が多く寄せ

られたため、開講に至る

が、周知不足により参加

者が少なかったため、周

知方法を検討する。

ＳＮＳ（ツイッター、

フェイスブック、いばラ

イフ）、市ホームページ

や児童扶養手当現況届受

付窓口などで周知に努め

る。

153 2 (1) ①当事者

のエンパ

ワメン

ト、市民

の主体的

な判断・

自己実現

の支援

茨木市子ども・若

者支援地域協議会

の開催

こども政

策課

〔目的〕子ども・若者を早期に支援し、早期困難解消をめざすととも

に、支援する側・される側の負担軽減を図る。

〔概要①〕社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者に

対し、各々の専門性を有する支援機関が必要に応じて連携し包括的に

支援

〔実績〕・代表者会議　　  １回

　　　　・実務者会議　　  １回

　　　　・ケース会議　　 161回

　　　　・ひきこもり部会　７回

〔概要②〕研修・講座等を開催し、支援ノウハウや情報共有の機会を

提供

〔実績〕・事例検討・研修会議　１回

　　　　・支援コーディネーター研修 ９回

　　　　・講習会　７回（支援者向け講習会、市町村と

　　　　　民間支援団体の意見交換会）

(2)子ど

も・若者

の問題

・中学校卒業後の気になる生徒

への支援策を検討・試行した。

・中高年のひきこもり支援体制

の強化を図るため、令和元年７

月からひきこもり部会を定期開

催し、連携支援方策を検討・試

行している。

・要保護児童対策地域協議会代

表者会議と子ども・若者支援地

域協議会代表者会議のオブザー

バー参加を実施した。

・就労部門との連携が不

十分である。

・今後はひきこもり部会

に就労部門の支援機関を

交えて連携支援策を検討

する。
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通番
体系

(大)

体系

(中)
体系(小) 事業名 主担当課 令和元年度事業の取組と実績

10の主要

課題

令和元年度事業の取組と実績に

対する評価
事業の課題 改善方法

154 2 (1) ①当事者

のエンパ

ワメン

ト、市民

の主体的

な判断・

自己実現

の支援

ユースプラザ事業 こども政

策課

〔目的〕子ども・若者が地域で孤立することのないよう人とつながる

場を創るとともに、関係機関等と連携して支援することで、子ども・

若者の生きづらさの早期解消を図る。

〔概要〕社会経験や相談ができる居場所「ユースプラザ」の５か所め

を開設した。子ども・若者支援に関わっている団体・組織と連携しな

がら取り組む。また、課題が複合的で支援困難なケースについては、

子ども・若者支援地域協議会で早期支援・早期困難解消に向けて取り

組む。

〔実績〕・ふれあい・交流サロン　　　のべ7,736人

　　　　・居場所　　　　　　　　　　のべ2,455人

　　　　・社会経験　　　　　　　　　のべ1,147人

　　　　・自学・自習の場　　　　　　のべ2,441人

　　　　・相談　子ども・若者本人　　のべ763人

　　　　　　　　　　　　　保護者　　のべ391人

(2)子ど

も・若者

の問題

複数のユースプラザの利用や、

イベントなどの企画等、利用者

の主体性の発揮や成長につな

がっている。

各ユースプラザで学校や

支援機関との連携に差異

が生じている。

支援につなぐきっかけと

なるプログラムの充実を

図る。

155 2 (1) ①当事者

のエンパ

ワメン

ト、市民

の主体的

な判断・

自己実現

の支援

地域子育て支援拠

点事業

子育て支

援課

在宅世帯の子育てを支援し､子どもの健やかな成長をサポートする｡

〔参加者〕

18,823人(地域子育て支援センター)

101,606人(つどいの広場)

(2)子ど

も・若者

の問題

地域子育て支援拠点を豊川小学

校区・春日丘小学校区に新規開

設したことで、より身近な地域

における在宅世帯の子育てを支

援することが可能となった。

継続して事業を実施す

る。

相談機能の充実を図る。

156 2 (1) ①当事者

のエンパ

ワメン

ト、市民

の主体的

な判断・

自己実現

の支援

ファミリー・サ

ポート・センター

事業

子育て支

援課

ファミリー・サポート・センター事業を実施した。

〔会員数〕1,730人(依頼会員1,201人

          援助会員290人　両方会員239人)

〔活動件数〕4,310件

〔新規依頼件数〕141件

(2)子ど

も・若者

の問題

前年度と比較し、活動件数は増

えているが会員登録数が減少し

た。不活動会員の整理に当たる

年度であったためと、コロナウ

イルス感染拡大防止のため、登

録説明会を2月以降中止した影

響もあると思われる。

障害を持つ児や疾患を持

つ保護者、育児不安の強

い保護者等の多様な会員

の支援が必要になってき

ている。
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通番
体系

(大)

体系

(中)
体系(小) 事業名 主担当課 令和元年度事業の取組と実績

10の主要

課題

令和元年度事業の取組と実績に

対する評価
事業の課題 改善方法

157 2 (1) ①当事者

のエンパ

ワメン

ト、市民

の主体的

な判断・

自己実現

の支援

ゆめ実現支援事業 学校教育

推進課

〔目的〕通学意欲を有しながら､経済的な事由により就学が困難な生

徒の進学を支援する｡

〔概要〕様々な奨学金制度について広く紹介し､奨学金説明会を開催

する｡教育センターの相談窓口で､奨学金制度を紹介し､相談･助言や､

関係機関を紹介する｡

(2)子ど

も・若者

の問題

様々な奨学金制度や授業料無償

制度等を周知することができ

た。　　　　　　個別の相談の

回数も増加し、個々の相談者の

状況に応じ適切に対応すること

ができた。

なし なし

158 2 (1) ①当事者

のエンパ

ワメン

ト、市民

の主体的

な判断・

自己実現

の支援

学習・生活支援事

業

こども政

策課

〔目的〕貧困の連鎖の解消

〔概要〕学習会を市内５ブロック６か所で開催。

学習・生活支援員が家庭訪問を行い、家庭の生活状況や保護者と本人

の事業利用意向を確認した上で、学習会に誘導。保護者の生活相談も

受付け、必要な支援につなぐ。

〔対象〕経済的に困難を抱えるひとり親家庭の中学生

〔実績〕・利用承認人数　24人

　　　　・学習会のべ開催回数　530回

　　　　　　　　のべ参加人数　1,096人

(2)子ど

も・若者

の問題

児童扶養手当現況届時や卒業間

近の小学生を対象に本事業を周

知するなど、必要な生徒に支援

がつながるように事業周知方法

を拡充した。

中学校、学習・生活支援

事業所、学習・生活支援

員は連携をとって動いて

いるが、福祉支援につい

ては十分につながってい

ない。

支援が必要な家庭に直接

的な情報提供と手続きの

支援を行うため、中学

校、学習・生活支援事業

所、学習・生活支援員間

だけでなく、福祉支援を

実施している担当部署と

連携して動くことを検討

する。

159 2 (1) ①当事者

のエンパ

ワメン

ト、市民

の主体的

な判断・

自己実現

の支援

障害者相談支援事

業

相談支援

課

〔目的〕障害者に対し､社会資源の活用や社会生活を高めるための相

談･支援をする｡

〔概要〕指定相談支援事業者に委託し､福祉サービスの利用援助､社会

資源の活用や社会生活力を高めるための支援､権利擁護等の援助を行

う｡

(4)障害者

問題

障害者相談支援センターが新た

に３か所増え、身近な地域で相

談できる体制を整備した。

包括的な相談支援を実施

するためには、相談員の

スキルアップと関係機関

との連携の強化が必要で

ある。

障害者基幹相談支援セン

ターが障害者相談支援セ

ンターの後方支援を行う

等、相談員のスキルアッ

プと地域の支援者との

ネットワークの構築を図

る。
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通番
体系

(大)

体系

(中)
体系(小) 事業名 主担当課 令和元年度事業の取組と実績

10の主要

課題

令和元年度事業の取組と実績に

対する評価
事業の課題 改善方法

160 2 (1) ①当事者

のエンパ

ワメン

ト、市民

の主体的

な判断・

自己実現

の支援

障害者社会参加・

障害理解促進事業

障害福祉

課

市内障害者団体が実施する社会見学、外出等の事業及び市内で実施す

る障害者福祉の啓発、障害者と市民の交流を深める行事や研修会の開

催等の事業を対象に補助を実施し、障害者福祉の向上をめざす｡

(4)障害者

問題

補助制度の見直しを行い、補助

対象事業を拡大することができ

た。

市内で実施する障害者福

祉の啓発、障害者と市民

の交流を深める行事や研

修会開催等の事業の利用

団体が少ない。

研修会の開催を促進する

ために、講師依頼リスト

(仮称)を作成し、周知を

はかる。

161 2 (1) ①当事者

のエンパ

ワメン

ト、市民

の主体的

な判断・

自己実現

の支援

幼・小・中学校に

おける通訳派遣事

業（再掲）

学校教育

推進課

〔目的〕小中学校に在籍する在日外国人児童･生徒に対する学校生活

への適応を促す｡

〔概要〕通訳を派遣し学習支援を行う｡

(6)外国人

問題

通訳により学校生活に馴染むこ

とができ、日本語の習得にもつ

ながっている。

さまざまな地域から来る

ため、必要な言語の通訳

者を確保することが難し

い。

茨木市実用日本語学習会

と連携をして、通訳者を

確保する。

162 2 (1) ②社会参

加の促進

と社会的

障壁の除

去・軽減

いきいきネット事

業

相談支援

課

〔目的〕要援護者の早期発見から支援につなげる。

〔概要〕市内14か所において相談支援を行う。

〔相談者〕延17,505人

(10)さま

ざまな人

権問題

健康福祉セーフティネットの構

築が進んだ。

継続して実施する。 継続して実施する。
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通番
体系

(大)

体系

(中)
体系(小) 事業名 主担当課 令和元年度事業の取組と実績

10の主要

課題

令和元年度事業の取組と実績に

対する評価
事業の課題 改善方法

163 2 (1) ②社会参

加の促進

と社会的

障壁の除

去・軽減

利用者支援事業 子育て支

援課

　茨木市内に20か所あるつどいの広場へ出張相談を実施し、子育て支

援団体連絡会でのイベント時においても相談ブースを設け、子育て支

援情報を提供した。

　また、子育て世代包括支援センターとして妊娠期からの切れ目ない

支援体制の構築のため、引き続き、こども健康センターが主催する休

日版パパ＆ママクラスで相談するとともに、４か月児健康診査におい

て、相談事業を実施し、一時保育スマイルの登録等を行った。

■相談実績合計　                    　493件

　(うち出張相談件数)

　　・つどいの広場(55回)              196件

　　・パパ＆ママクラス(6回)            94件

　　・４か月児健康診査（33回）      47件

　　・その他(13回)　                 　   33件

(2)子ど

も・若者

の問題

　子育て支援総合センターで相

談を受けるだけでなく、妊婦や

子育て親子が集まる場所に出向

くことで、気軽に相談できる機

会となった。

　また、子育て世代包括支援セ

ンターとして４か月児健康診査

に子育て支援総合センター利用

者支援事業として出向いて相談

を受けたり、一時保育スマイル

の登録を実施し、利用者の利便

性を図ることができた。

　引き続き、４か月児健

康診査時にこども健康セ

ンターへ出張し、相談

ブースを設け子育て支援

情報の提供や相談を受

け、包括としての機能を

深める。

　また、公立保育所の利

用者支援事業と連携を図

り、地域における子育て

支援情報の収集をスムー

ズに行い、保護者へ情報

提供や相談を行う。

164 2 (1) ②社会参

加の促進

と社会的

障壁の除

去・軽減

障害者虐待防止セ

ンター事業

相談支援

課

〔目的〕障害者虐待防止センターを設置し、障害者虐待に対する早期

発見と虐待防止に向けた取組を行う｡

〔概要〕家庭や事業所、職場で起こる身体的･心理的･性的･経済的及

び介護などの放棄や放任といった虐待に対する通報や届出、支援等の

相談を受け付ける。

〔実施日〕随時

〔場所〕相談支援課

〔通報件数〕55件

(4)障害者

問題

障害者虐待に対する早期発見と

虐待防止につなげることができ

た。

関係機関との連携強化と

虐待防止の啓発に努め、

事業を継続する。

継続して実施する。

165 2 (1) ③困難を

抱える市

民に対す

る情報提

供・学習

支援

学習・生活支援事

業（再掲）

こども政

策課

〔目的〕貧困の連鎖の解消

〔概要〕学習会を市内５ブロック６か所で開催。

学習・生活支援員が家庭訪問を行い、家庭の生活状況や保護者と本人

の事業利用意向を確認した上で、学習会に誘導。保護者の生活相談も

受付け、必要な支援につなぐ。

〔対象〕経済的に困難を抱えるひとり親家庭の中学生

〔実績〕・利用承認人数　24人

　　　　・学習会のべ開催回数　530回

　　　　　　　　のべ参加人数　1,096人

(2)子ど

も・若者

の問題

児童扶養手当現況届時や卒業間

近の小学生を対象に本事業を周

知するなど、必要な生徒に支援

がつながるように事業周知方法

を拡充した。

中学校、学習・生活支援

事業所、学習・生活支援

員は連携をとって動いて

いるが、福祉支援につい

ては十分につながってい

ない。

支援が必要な家庭に直接

的な情報提供と手続きの

支援を行うため、中学

校、学習・生活支援事業

所、学習・生活支援員間

だけでなく、福祉支援を

実施している担当部署と

連携して動くことを検討

する。
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通番
体系

(大)

体系

(中)
体系(小) 事業名 主担当課 令和元年度事業の取組と実績

10の主要

課題

令和元年度事業の取組と実績に

対する評価
事業の課題 改善方法

166 2 (2) ①人権に

かかわる

相談窓口

の整備

法律相談 人権・男

女共生課

〔目的〕法律に基づく解決のための手だてについて支援する｡

〔概要〕法律上の悩みについて､女性弁護士が相談を受ける｡

〔日時〕毎月第3木曜日､土曜日午前９時３０分～１２時３０分

〔場所〕男女共生センターローズWAM

〔相談件数〕65件

(1)男女共

同参画

相談者が様々な問題の解決に踏

み出す一助になった。

より高度で複雑な問題に

対応しなければならな

い。

167 2 (2) ①人権に

かかわる

相談窓口

の整備

女性相談 人権・男

女共生課

〔目的〕子育てや介護、健康、人間関係など女性をとりまく様々な悩

みに関する相談事業を実施することで、男女共同参画社会の形成と女

性の自立を促進する。

〔概要〕電話および面接による相談を実施

〔日時〕月～土曜日(火曜日､祝日を除く)

〔場所〕男女共生センターローズWAM

〔相談件数〕①電話相談　1,487件

　　　　　　②面接相談　　552件

(1)男女共

同参画

多種・多様な相談に対応するこ

とで、女性の自立を支援するこ

とができた。

継続して実施する。

168 2 (2) ①人権に

かかわる

相談窓口

の整備

ＤＶ相談

配偶者暴力相談支

援センター事業

人権・男

女共生課

〔目的〕ＤＶやデートＤＶ、ストーカーなど配偶者や恋人など親しい

間柄でおこる暴力に関する相談事業を実施することにより、ＤＶなど

の暴力の防止を図るとともに被害者を支援する。

〔概要〕電話や面接による相談を実施

〔日時〕月～土曜日(祝日を除く)

　　　　午前９時～午後５時

〔相談件数〕 855件

(1)男女共

同参画

複雑・多様化している相談に対

応し、被害者の安全確保と自立

につなげることができた。

複雑・多様化する相談に

対応するため、関係機関

や関係課との連携をさら

に充実させ、継続して実

施する。

169 2 (2) ①人権に

かかわる

相談窓口

の整備

男性相談 人権・男

女共生課

〔目的〕生き方や健康、人間関係など男性をとりまく様々な悩みに関

する相談事業を実施することで、男女共同参画社会の形成を促進す

る。

〔概要〕男性カウンセラーによる電話相談を実施

〔日時〕毎月第3・4水曜日

　　　　午後６時３０分～９時３０分

〔場所〕男女共生センターローズWAM

〔相談件数〕41件

(1)男女共

同参画

匿名で顔を合わさず相談できる

こと、またその相談場所の存在

を示すことで安心を与え、問題

や悩みを抱える男性の支えと

なった。

年々相談件数が増加して

いるものの、まだ男性相

談の存在を知らない方が

多くいると想定されるの

で、広報紙等を通じて、

さらに周知を図りながら

継続して実施する。
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通番
体系

(大)

体系

(中)
体系(小) 事業名 主担当課 令和元年度事業の取組と実績

10の主要

課題

令和元年度事業の取組と実績に

対する評価
事業の課題 改善方法

170 2 (2) ①人権に

かかわる

相談窓口

の整備

生活困窮者自立支

援事業による法律

相談

相談支援

課

〔目的〕専門的な知識に基づく法律相談を実施することにより、困窮

者の自立の促進を図る。

〔概要〕弁護士による法律相談

〔実施日〕毎月１回

〔対象者〕生活困窮者等

〔参加者〕延べ相談者数　22人

〔場所〕相談支援課

(1)男女共

同参画

債務問題・労働問題・住宅問

題・家族問題などの法律相談を

実施することにより、相談者の

抱える不安や問題の解決につな

がった。

継続して実施する。 継続して実施する。

171 2 (2) ①人権に

かかわる

相談窓口

の整備

消費生活相談 市民生活

相談課

〔目的〕市民の消費生活上の問題について､苦情･相談を受け助言･

あっせんを行うとともに､消費生活情報の収集と情報の提供を行う｡

〔概要〕消費生活相談員が苦情等についての相談業務を行う｡

〔日時〕毎週月～金曜日､第2･4土曜日

〔場所〕消費生活センター

(10)さま

ざまな人

権問題

2,411件の相談があり、必要に

応じ助言・あっせん等を行い、

問題解決の一助となった。

法に基づいた事業であ

り、継続実施する。

172 2 (2) ①人権に

かかわる

相談窓口

の整備

総合生活相談 人権・男

女共生課

〔目的〕住民の自立支援及び福祉の向上に資するとともに､生活上の

様々な課題や住民ニーズ等を発見し対応する｡

〔概要〕生活上の様々な悩みについて､相談者の立場に立って､きめ細

やかで具体的な助言対応を行う｡

〔日時〕随時

〔場所〕各いのち･愛･ゆめセンター

〔相談件数〕豊川503件､沢良宜557件､総持寺714件

(10)さま

ざまな人

権問題

市の福祉関係各課等と連携した

相談支援に取り組んだ。外部の

事業者への委託による相談機能

強化事業では、支援方策検討会

の開催等、長期的・継続的な相

談対象者の支援に取り組んだ。

委託事業を含む相談事業

の集約と効果について検

証を行う。

委託事業を含む相談事業

の集約と効果検証を行

い、それを踏まえた事業

実施に整理を行う。

173 2 (2) ①人権に

かかわる

相談窓口

の整備

人権相談 人権・男

女共生課

〔目的〕人権侵害を受け､又は受けるおそれのある市民が､自らの主体

的な判断により課題の解決を図る｡

〔概要〕窓口や電話相談で事案に応じた適切な助言や相談機関に紹

介､取り次ぐことにより支援を行う｡

〔日時〕随時

〔場所〕各いのち･愛･ゆめセンター

〔相談件数〕豊川 20件､沢良宜 68件､総持寺28件

(10)さま

ざまな人

権問題

ローズワム、人権センター等と

連携した相談支援に取り組むな

ど、課題解決への一助となっ

た。

人権相談の集約と効果検

証を行う。

人権相談の集約と効果検

証を行い、それを踏まえ

て事業を継続する。
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通番
体系

(大)

体系

(中)
体系(小) 事業名 主担当課 令和元年度事業の取組と実績

10の主要

課題

令和元年度事業の取組と実績に

対する評価
事業の課題 改善方法

174 2 (2) ①人権に

かかわる

相談窓口

の整備

母子・父子・寡婦

家庭相談

こども政

策課

〔目的〕ひとり親家庭等の自立支援

〔概要〕こども政策課窓口に自立支援員を２名配置し、相談業務を実

施した。

〔場所〕こども政策課事務室

 [対象] ひとり親家庭の父または母,離婚前

〔実績〕相談件数　962件

(2)子ど

も・若者

の問題

相談内容に応じて各種制度の案

内や、関係機関と連携による就

労支援等を行い、ひとり親家庭

等の自立へとつなげた。

離婚時に協議した養育費

が元の配偶者から支払わ

れず、経済的に困窮し、

子どもの貧困につながる

などの問題が生じている

ため、養育費不払いによ

る経済的困窮を防ぐ支援

が必要である。

市民課窓口の離婚届に、

養育費の内容や取り決め

等についてのチラシを付

けて周知を図る。また、

養育費確保に向けた取組

を検討する。

175 2 (2) ①人権に

かかわる

相談窓口

の整備

子育て相談(児童

虐待を含む)

子育て支

援課

子育てに不安や悩みを持つ親に対して､保育士､心理判定員､保健師､看

護師が、電話と面接･訪問相談を、月曜日から金曜日までの祝日を除

く期間で、午前10時から午後４時まで実施しており、専門的な立場か

ら助言を行っている。令和元年度の相談件数は、面接が97件、電話等

が477件であった。

(2)子ど

も・若者

の問題

令和元年度も子育てに不安や悩

みを抱える保護者からのニーズ

に対応することができた。

令和２年度も相談者の思

いに寄り添い､話を聴き､

対応を一緒に考え、必要

に応じて継続面接や訪問

も実施し、引き続き取り

組む。

176 2 (2) ①人権に

かかわる

相談窓口

の整備

乳幼児発達療育相

談(乳幼児療育発

達相談事業)

子育て支

援課

健診や幼稚園等の集団生活での発達の不安を持つ親の相談窓口として

心理判定員、保育士等が電話、面接相談を火曜日から土曜日まで実施

している。電話が72件、面談が101件、メールが2件あった。

(2)子ど

も・若者

の問題

健診後の不安を抱えた方の相談

の場、転居者の相談の場として

は有効な事業であった。面談を

希望される方が増え親子の置か

れている状況を確認できる場と

なり適切な対応につながってい

る。

今後も初期療育への寄り

添いができるように取り

組む。

177 2 (2) ①人権に

かかわる

相談窓口

の整備

子育て相談 保育幼稚

園総務課

〔目的〕在宅世帯の子育てを支援する｡

〔概要〕地域子育て支援センターを中心に公立保育所で子育て相談や

利用者支援事業として情報提供を行う｡

〔日時〕随時

〔場所〕各保育所

〔相談件数〕139件

(2)子ど

も・若者

の問題

担当者が利用者支援事業に必要

な研修を受講し、ノウハウの育

成に努めた。新型コロナの影響

で2月、3月は実施できなかっ

た。

引き続き子育て支援等に

関する法令や制度を理解

し、ノウハウの育成に努

める必要がある。

子育て支援等に関する法

令や制度を理解し、一人

一人が引き続きノウハウ

の育成に努める必要があ

る。
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通番
体系

(大)

体系

(中)
体系(小) 事業名 主担当課 令和元年度事業の取組と実績

10の主要

課題

令和元年度事業の取組と実績に

対する評価
事業の課題 改善方法

178 2 (2) ①人権に

かかわる

相談窓口

の整備

「いじめ」ホッと

電話相談

教育セン

ター

いじめ問題で苦しむ子ども､保護者の負担を軽減するため、市内小・

中学生及びその保護者を対象に、電話によるいじめ相談を実施した。

また、相談者の了解のもと関係機関に情報提供し､事象の問題解決に

向けた取組みを促進した。

・日時　月曜日～金曜日 午前９時～午後５時

・場所　教育センター

・回数　54回

(2)子ど

も・若者

の問題

児童・生徒への相談窓口の周知

に努め、学校と関係機関が連携

して、相談に対する丁寧で迅速

な対応を行うことができた。

啓発や周知をし、多くの

児童・生徒が利用できる

ようにする必要がある。

啓発カードの配付、ホー

ムページ・広報による周

知を引き続き実施し、子

ども本人が相談できる環

境を整備する。

相談内容に応じて、学校

や関係機関との連携を一

層強化し、児童・生徒の

精神的・心理的な安定と

成長を支援していく。

179 2 (2) ①人権に

かかわる

相談窓口

の整備

電話教育相談 教育セン

ター

悩みを抱える子ども､保護者の負担を軽減するため、市内小・中学生

及びその保護者を対象に、電話による教育相談を実施した。また、相

談者の了解のもと関係機関に情報提供し､事象の問題解決に向けた取

組みを促進した。

・日時　月曜日～金曜日 午前８時45分～午後５時

・場所　教育センター

・回数　115回

(2)子ど

も・若者

の問題

前年度と比較し、相談件数は、

７人増加し、相談回数は34回

減少した。必要に応じて専門機

関の紹介、学校等の関係機関と

の連携を行い、相談に対する丁

寧で迅速な対応を行うことがで

きた。

児童・生徒・保護者に広

く周知し、利用できるよ

うにする必要がある。

引き続き、市広報や教育

センターホームページを

活用して相談窓口の周知

を図る。また、学校や関

係機関との連携を一層強

化し、児童・生徒・保護

者の精神的・心理的な安

定と成長を支援してい

く。

58 



通番
体系

(大)

体系

(中)
体系(小) 事業名 主担当課 令和元年度事業の取組と実績

10の主要

課題

令和元年度事業の取組と実績に

対する評価
事業の課題 改善方法

180 2 (2) ①人権に

かかわる

相談窓口

の整備

高齢者虐待相談 相談支援

課

〔目的〕高齢者虐待に対する早期発見と虐待防止に向けた啓発を行

う｡

〔概要〕①家庭や事業所内で起こる身体的･心理的･性的･経済的及び

介護などの放棄や放任といった虐待に対する相談窓口を設置

②関係機関連携強化のための虐待防止ネットワーク連絡会

③茨木市虐待防止街頭啓発キャンペーン

④虐待防止ネットワーク連絡会研修会

〔日時〕①随時②７月９日③11月１日④１月30日

〔場所〕①相談支援課､地域包括支援センター②茨木市役所南館８階

中会議室③JR茨木・阪急茨木市両駅前④茨木市役所南館10階大会議室

〔参加者〕②57人③58人④71人

(3)高齢者

問題

③については３課合同で実施。

今後も工夫しながら虐待防止と

早期発見に向けた取り組みを展

開していく。

継続して実施する。

新型コロナウイルス感染

症対策のため、実施方法

が課題である。

密を避けるための実施方

法を検討する。

181 2 (2) ①人権に

かかわる

相談窓口

の整備

聴覚・言語障害者

生活相談

障害福祉

課

聴覚･言語障害者の社会参加を促進するため、医療や教育､コミュニ

ケーションに関することについて相談を実施

〔日時〕随時

〔場所〕障害福祉課

〔相談件数〕2,563件（通訳含む）

(4)障害者

問題

高齢の方の相談が多い。若い世

代では子どもの教育についての

相談が多い。

継続して実施する。

182 2 (2) ①人権に

かかわる

相談窓口

の整備

法律相談（再掲） 市民生活

相談課

〔目的〕市民生活の安定、市民福祉の向上を図る。

〔概要〕市民が抱えている諸問題に対して、弁護士が助言、アドバイ

スを行う。

〔日時〕毎週月・水・金曜日、毎月最終日曜日

〔場所〕市民生活相談課

(10)さま

ざまな人

権問題

1,789件の相談があり、市民が

抱える問題解決の一助となっ

た。

市民ニーズを踏まえなが

ら、法律相談を継続実施

する。

183 2 (2) ②相談機

関との連

携

ＤＶ防止ネット

ワーク連絡会の充

実

人権・男

女共生課

〔目的〕ＤＶに関する機関が連携し、暴力防止と早期発見・早期対応

について検討し、ＤＶなどの暴力の防止を図るとともに被害者を支援

する。

〔概要〕ＤＶネットワーク連絡会の開催

　　　　ＤＶネットワーク研修会の開催

(1)男女共

同参画

各課や関係機関とＤＶ被害者支

援の現状について情報共有を図

ることができた。

継続して実施する。

184 2 (2) ②相談機

関との連

携

人権相談機関ネッ

トワークの充実

ネット

ワーク加

盟機関

〔目的〕多種多様な人権相談に対して迅速に専門機関へ取次ぎ､相談

機関相互の情報交換や意見交換を図る｡

〔概要〕行政機関だけでなく､様々な相談機関が密接に連携･協力する

ためのネットワークの充実を図る｡

(10)さま

ざまな人

権問題

関係機関における情報交換を行

い、ネットワークの充実を図る

ことができた｡

継続して実施する。
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通番
体系

(大)

体系

(中)
体系(小) 事業名 主担当課 令和元年度事業の取組と実績

10の主要

課題

令和元年度事業の取組と実績に

対する評価
事業の課題 改善方法

185 2 (2) ②相談機

関との連

携

茨木市要保護児童

対策地域協議会の

充実

子育て支

援課

関係機関でネットワークを構築し､情報提供等を通じて、連携の強化

を図るため、代表者会議を１回､実務者会議（情報共有）３回､新規検

討会議・進行管理会議を16回､ケース検討会議を255回行い、ネット

ワークの充実に努めた。

(2)子ど

も・若者

の問題

関係機関が一堂に集まり、会議

を行うことで、情報共有を可能

にし、直近の課題についての合

意形成を行うことができた。そ

の結果、要保護児童等の早期発

見､迅速かつ適切な保護及び児

童虐待等の防止に努めることが

できた。

令和2年度も同様に取り

組む。

なお、一層の会議の有効

活用を検討する。

186 2 (2) ②相談機

関との連

携

障害者・高齢者虐

待防止ネットワー

ク連絡会の開催

相談支援

課

〔目的〕障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する

法律(平成23年法律第79号)第35条及び高齢者虐待の防止、高齢者の

養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第16条の

規定に基づき、関係機関の連携協力体制を整備することにより、養護

者等による虐待の防止、養護者等による虐待を受けた障害者、高齢者

の保護及び養護者に対する支援を推進すること。

〔概要〕関係機関による現状認識と会則の改正

〔実施日〕７月９日

〔対象者〕関係機関

〔参加者〕57人

〔場所〕茨木市役所南館８階中会議室

(4)障害者

問題

障害者や高齢者に対する虐待の

防止などに関して、関係機関間

で現状認識などの共有を図るこ

とができた。

関係機関との連携強化を

図り、障害者の権利擁護

の推進に努める。

継続して実施する。

187 2 (2) ②相談機

関との連

携

ゆめ実現支援事業

（再掲）

学校教育

推進課

〔目的〕通学意欲を有しながら､経済的な事由により就学が困難な生

徒の進学を支援する｡

〔概要〕様々な奨学金制度について広く紹介し､奨学金説明会を開催

する｡教育センターの相談窓口で､奨学金制度を紹介し､相談･助言や､

関係機関を紹介する｡

(2)子ど

も・若者

の問題

様々な奨学金制度や授業料無償

制度等を周知することができ

た。　　　　　　個別の相談の

回数も増加し、個々の相談者の

状況に応じ適切に対応すること

ができた。

なし なし

188 2 (2) ③相談事

例等を通

じた実態

把握

いのち・愛・ゆめ

センター地域交流

促進・相談機能強

化事業（再掲）

人権・男

女共生課

〔目的〕地域の実情に即した講座や地域交流行事を開催し、地域住民

の相互の理解と交流を促進する。また長期的、継続的な助言指導によ

る自立促進及び相談事業の集約、分析により地域課題を発見し、課題

解決に向けた地域コミュニティの育成を図る。

〔概要〕公募型プロポーザル方式により、社会福祉法人等へ事業を委

託して実施。

(10)さま

ざまな人

権問題

各センターごとに、受託者が相

談内容等を集約した事業完了報

告書を作成することで、相談内

容等の傾向把握、課題等の整理

ができた。

地域課題等の把握・整理

を行う。

事業完了報告書の内容か

ら抽出した課題より、地

域のニーズに合致した取

組みを実施していく。

60 



通番
体系

(大)

体系

(中)
体系(小) 事業名 主担当課 令和元年度事業の取組と実績

10の主要

課題

令和元年度事業の取組と実績に

対する評価
事業の課題 改善方法

189 2 (2) ④庁内連

携による

相談対応

の強化

通訳ボランティア

制度(茨木市国際

親善都市協会)

文化振興

課

市の窓口での手続き・乳児健診等への通訳ボランティアの派遣および

翻訳作業を行った。

(派遣件数)34件

(派遣先)こども健康センター、子育て支援総合センター、学童保育

課、各関係課窓口等

(6)外国人

問題

通訳ボランティアの派遣によっ

て、安心して手続きや健診を受

けてもらうことができた。

派遣が必要な人に、制度

を提供できるよう、制度

の周知方法を見直し、継

続して実施する。

派遣件数の増加から制度

の認知が進んでおり、引

き続き継続して実施す

る。

190 2 (3) ①人権救

済・保護

体制の強

化

暴力被害女性一時

保護委託事業

人権・男

女共生課

茨木市配偶者暴力相談支援センターにおけるＤＶ相談を通して、大阪

府女性相談センターと連携し、一時保護を行った。

〔一時保護件数〕７件

(1)男女共

同参画

必要に応じ、暴力被害者の支援

を行った。

継続して実施する。

191 2 (3) ①人権救

済・保護

体制の強

化

緊急一時保護事業 相談支援

課

〔目的〕障害者に対する、又は障害による虐待を防止し、障害者の権

利利益の擁護に資する。

〔概要〕事業所に委託し、障害者を受入れ、入所障害者に対する食事

又は食材の提供や相談等を行う。

〔実施日〕随時

〔実施件数〕５件

(4)障害者

問題

実施件数がH30年度から増加し

ており、虐待の防止及び早期発

見、早期対応等障害者の権利擁

護の推進にさらに取り組む必要

がある。

関係機関との連携強化を

図り、障害者の権利擁護

の推進に努める。

継続して実施する。

192 2 (3) ①人権救

済・保護

体制の強

化

障害者差別解消支

援協議会運営事業

相談支援

課

人権・男

女共生課

障害福祉

課

〔目的〕障害者に対する、障害を理由とする差別に関する相談及び障

害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行う。

〔概要〕

茨木市障害者差別解消支援協議会を開催し、あっせんに関する要領に

ついての意見交換や、テーマに沿ったグループワーク等を行った。

〔協議会実施日〕７月３日、８月29日、11月18日

〔研修会実施日〕３月18日(新型コロナウイルス感染症拡大防止のた

め中止)

(4)障害者

問題

協議会を立ち上げてからの日も

浅く、さらに効果的な取組の周

知や啓発活動の方法について協

議が必要である。

障害特性の理解や差別の

解消に資する取組を促進

するため、関係機関の連

携のもと、協議を行って

いく。

啓発・周知方法を検討し

継続して実施する。

193 2 (3) ②関係機

関との連

携の強化

茨木市消費者協会

との連携

市民生活

相談課

〔目的〕市民生活の向上をめざす｡

〔概要〕暮らしに役立つ情報の提供や消費者問題の啓発に努める｡

(10)さま

ざまな人

権問題

協会が実施する各種事業と連携

し、一定の啓発等を行うことが

できた。

高齢化が顕著であり、会

の存続には、後継者の育

成が急務である。

また、男性の参画を促す

取組を検討する。
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通番
体系

(大)

体系

(中)
体系(小) 事業名 主担当課 令和元年度事業の取組と実績

10の主要

課題

令和元年度事業の取組と実績に

対する評価
事業の課題 改善方法

194 2 (3) ②関係機

関との連

携の強化

茨木市人権セン

ターとの連携

人権・男

女共生課

〔目的〕あらゆる差別をなくし､市民の人権意識の普及･高揚を図り､

もって人権が守られた豊かで住み良いまちづくりをめざすため､茨木

市の人権施策の推進に協力し市内各種団体と連携･協力して人権尊重

の社会づくりに寄与する｡

〔概要〕研修会や学習会を開催するとともに自立支援及び人権擁護に

ついての相談を行い､また､地域住民の交流や協働の推進や人権のネッ

トワークづくりに努める｡

(10)さま

ざまな人

権問題

市内の各種団体と連携・協力

し、人権啓発に役立つ人材の育

成に努めた。

あり方について検討。事

業内容や再補助について

の手法を検討。

195 2 (3) ②関係機

関との連

携の強化

茨木市人権啓発推

進協議会との連携

人権・男

女共生課

〔目的〕あらゆる差別をなくし､市民の人権意識の普及･高揚を図り､

もって人権が守られた豊かで住み良いまちづくりに寄与する｡

〔概要〕啓発紙の発行、市民啓発活動や研修会､学習会を開催

(10)さま

ざまな人

権問題

啓発紙「虹のひろば」の発行や

人権啓発研修会を実施。小学校

区毎の人権啓発組織の結成に取

組んだ。

人権啓発の市民組織とし

てさらに発展させる。よ

う連携を深める。

196 2 (3) ②関係機

関との連

携の強化

茨木市人権各地域

協議会との連携

人権・男

女共生課

〔目的〕茨木市人権センターと連携し､同和問題解決のための施策を

はじめ人権施策に協力し､差別のない人権尊重のコミュニティの実現

に寄与する｡

〔概要〕行政機関及び関係機関と協力並びに連携するとともに､自立

支援及び人権擁護についての相談や住民間の交流及び協働を促進

(10)さま

ざまな人

権問題

地域啓発・交流を促進し、同和

問題をはじめ人権問題解決に努

めた。

継続して実施する。

197 2 (3) ②関係機

関との連

携の強化

茨木市人権擁護委

員会との連携

人権・男

女共生課

〔目的〕人権擁護委員法の主旨に則り､自由人権思想の普及高揚と基

本的人権の擁護に資するため､委員会を組織し円滑なる活動を図る｡

〔概要〕職務に関する情報の収集や研究を行い､市と連携して相談や

啓発活動を行う｡

(10)さま

ざまな人

権問題

小学校における人権の花運動の

実施や、人権週間街頭啓発キャ

ンペーンを共催で実施し、広く

市民に啓発を行うことができ

た。

継続して実施する。

198 2 (3) ②関係機

関との連

携の強化

(一財)大阪府人権

協会との連携

人権・男

女共生課

〔目的〕同和問題解決のための施策をはじめとする人権施策に取り組

み､差別のないコミュニティづくりを通じて､すべての人の人権が尊重

される豊かな社会の実現をめざす｡

〔概要〕研修会や学習会を開催するとともに自立支援及び人権擁護に

ついての相談を行い､また､地域住民の交流や協働の推進や人権のネッ

トワークづくりに努める｡

(10)さま

ざまな人

権問題

人権相談や講師派遣による連

携、人権関連情報誌の提供を受

ける等、人権啓発推進の一助と

なった。

継続して実施する。
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通番
体系

(大)

体系

(中)
体系(小) 事業名 主担当課 令和元年度事業の取組と実績

10の主要

課題

令和元年度事業の取組と実績に

対する評価
事業の課題 改善方法

199 2 (3) ②関係機

関との連

携の強化

(公財)人権教育啓

発推進センターと

の連携

人権・男

女共生課

〔目的〕人権に関する様々な国際機関･国･地方公共団体･公益法人･団

体等と国際的･国内的連携を図りつつ､基本的人権の擁護に資する｡

〔概要〕次世代を担う青少年等に対する同和問題など人権に関する総

合的な教育･啓発や人権相談を行う｡

(10)さま

ざまな人

権問題

人権関連資料や情報誌の提供を

受ける等、人権啓発推進の一助

となった。

継続して実施する。

200 2 (3) ②関係機

関との連

携の強化

(一財)アジア太平

洋人権情報セン

ターとの連携

人権・男

女共生課

〔目的〕アジア･太平洋地域における人権の伸長を図り､国際的な人権

伸長･保障の過程にアジア･太平洋の視点を反映させ､アジア･太平洋地

域における日本の国際協調･貢献に人権尊重の視点を反映させること

で国際化時代にふさわしい人権意識の高揚を図る｡

〔概要〕国連を中心とした国際的な人権情報の収集･整理事業､調査･

研究事業､研修･啓発事業､広報･出版事業､相談･情報提供サービス事業

などを行う｡

(10)さま

ざまな人

権問題

人権関連資料や人権関係専門情

報誌の提供を受ける等、人権啓

発推進の一助となった。

継続して実施する。

201 2 (3) ②関係機

関との連

携の強化

(公財)大阪人権博

物館との連携

人権・男

女共生課

〔目的〕人権思想の普及と人間性豊かな文化の発展に貢献する｡

〔概要〕部落問題をはじめとする人権問題に関する調査研究をおこな

うとともに､関係資料や文化財を収集･保存し､あわせてこれらを展示･

公開

(10)さま

ざまな人

権問題

人権関連資料や情報誌の提供を

受ける等、人権啓発推進の一助

となった。

継続して実施する。

202 2 (3) ②関係機

関との連

携の強化

(公財)大阪国際平

和センターとの連

携

人権・男

女共生課

〔目的〕大阪府民･市民と国内外の人々との間の相互交流を深めるこ

とを通じて､大阪が世界の平和と繁栄に積極的に貢献するため｡

(10)さま

ざまな人

権問題

人権関連資料や情報誌の提供を

受ける等、人権啓発推進の一助

となった。

継続して実施する。

203 2 (3) ②関係機

関との連

携の強化

茨木市農業協同組

合との連携

農とみど

り推進課

〔目的〕農協及び農業団体の職員等の人権意識の高揚を図る｡

〔概要〕人権問題啓発研修会の実施

〔実施日〕令和元年10月24日（木）

〔対象者〕農協職員及び農業関係団体会員

〔参加者〕51 名

〔テーマ〕「個人情報保護・プライバシーと人権」

〔場所〕JA茨木市本所

(7)個人情

報

農協等を中心に、人権意識の高

揚を図る機会とすることができ

た。

参加者が昨年と同様で、

認知度が高くなってきて

いるが、想定していた対

象者が少なかった。

開催時期、時間帯や曜日

等を検討し、継続して実

施する。

204 2 (3) ②関係機

関との連

携の強化

茨木市人権教育研

究協議会との連携

（再掲）

学校教育

推進課

〔目的〕人権教育の機軸に同和教育を位置づけ､部落差別解消をはじ

めとした人権の確立をめざす｡

〔概要〕教職員による人権教育の実践を促す｡

(10)さま

ざまな人

権問題

次世代教職員の育成の取組みや

校区連携により、人権教育の実

践を進めることができた。

経験の浅い教職員が増加

することにより、教職員

全員が理解できていな

い。

多くの教職員が参加でき

るように広い研修会場を

設定する。

直面する人権課題をより

踏まえた内容で取組む。
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通番
体系

(大)

体系

(中)
体系(小) 事業名 主担当課 令和元年度事業の取組と実績

10の主要

課題

令和元年度事業の取組と実績に

対する評価
事業の課題 改善方法

205 2 (3) ②関係機

関との連

携の強化

茨木市進路保障協

議会との連携（再

掲）

学校教育

推進課

〔目的〕様々な課題をもつ生徒をはじめ､全ての子どもたちの進路を

保障する｡

〔概要〕生徒の進路保障に取り組む団体を助成

(2)子ど

も・若者

の問題

すべての子どもたちの進路保障

に向けて、研修会や小中高の連

携の取組みを行い、中退防止に

成果をあげた。

経験の浅い教職員が増加

することにより、教職員

全員が理解できていな

い。

進路保障協議会と連携を

行い、これまでの取り組

みを継承していく。

206 2 (3) ②関係機

関との連

携の強化

茨木市在日外国人

教育研究協議会と

の連携（再掲）

学校教育

推進課

〔目的〕在日外国人教育を推進する｡

〔概要〕在日外国人教育の向上に取り組む団体を助成

(6)外国人

問題

外国にルーツのある子どもの自

尊感情を高め、進路保障につな

がる在日外国人教育を進めるこ

とができた。

多くの学校に外国にルー

ツのある子どもが増加し

てきたため、どのように

して取り組めばよいか分

からない学校もある。

在日外国人協議会と連携

を行い、これまでの取り

組みを継承していく。

207 2 (3) ③地域に

おける人

権侵害の

防止と保

護・救済

茨木市私立保育園

連盟

保育幼稚

園総務課

〔概要〕人権保育研修　人権啓発推進を行った。

〔対象〕全職員　6回実施　参加者数212人

〔内容〕障害児連続講座を行った

9回のうち4回参加　121人

(2)子ど

も・若者

の問題

人権保育研修：人権の気づきか

ら、様々な子どもの状況を理解

できる研修を実施することがで

きた

障害児連続講座：こどもの特性

を知り、援助の方法や支援計画

の作成に役立てた。

人権保育研修：今後も人

権保育を推進する。

障害児連続講座：一人一

人の児童を理解し具体的

に支援方法を学べるよう

努める。

今後も引き続き研修を実

施し人権啓発に努める。

208 2 (3) ④就労の

場におけ

る人権侵

害からの

保護・救

済

労働問題相談 商工労政

課

〔目的〕働く上でのあらゆる問題について､労使の自主的な問題解決

を支援する｡

〔概要〕仕事なんでも相談員を設置し､市民､勤労者等からの労働上の

問題に関する相談に応じ､助言･指導を行う｡

〔実施日〕毎週火･水･木曜日

〔場所〕市役所本館７階商工労政課ほか

〔相談件数〕237件

(10)さま

ざまな人

権問題

労働に関する問題解決の一助と

なった。

労働に関する問題解決の

ために引き続き支援を行

い､相談案件によっては､

大阪府等関係機関と連携

を図っていく。

209 2 (3) ⑤各種生

活支援

サービス

や福祉

サービス

の充実

生活保護相談 生活福祉

課

〔目的〕生活に困窮する全ての市民に対し、その困窮の程度に応じ、

必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、その自立を

助長する。

〔概要〕生活困窮者からの相談を聴き、解決方法をともに考え、また

は助言する。

〔日時〕随時

〔場所〕生活福祉課窓口

〔相談件数〕1,503件

(10)さま

ざまな人

権問題

生活困窮に陥った人に対して適

切に必要な福祉サービスを提供

し、自立を助長することができ

た。

引き続き継続的に取り組

む。
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通番
体系

(大)

体系

(中)
体系(小) 事業名 主担当課 令和元年度事業の取組と実績

10の主要

課題

令和元年度事業の取組と実績に

対する評価
事業の課題 改善方法

210 2 (3) ⑤各種生

活支援

サービス

や福祉

サービス

の充実

こども食堂補助事

業

こども政

策課

〔目的〕子どもの食事と子どもが安心して過ごせる居場所の提供を促

進し、子どもが抱える悩みや家庭環境等の問題を早期に発見し、必要

な支援機関につなぐことのできる環境を整備する。

〔概要〕・こども食堂開催１回あたり2,000円の報償金を支給（同一

施設で月８回まで）

・食品衛生講習会受講費用の実費相当額（10,500円）を補助（同一

施設で１回）

〔対象〕要件を満たす事業を実施するこども食堂運営団体等

〔実績〕・補助団体数　４団体

　　　　・食品衛生講習会受講費用補助　２人

　　　　・合計補助額　472,000円

(2)子ど

も・若者

の問題

・食材費、ボランティアへの報

償金等各こども食堂で必要な使

途に活用できた。

・補助手続きの簡素化を図るこ

とができた。

・ボランティア確保や食材調達

など人的・物的支援が不足して

いる。

こども食堂への寄付や食

材の提供、ボランティア

参加の働きかけ等が上手

くできていない。

こども食堂への寄付や食

材の提供、ボランティア

参加の働きかけ等、効果

的な周知方法を検討す

る。

211 2 (3) ⑤各種生

活支援

サービス

や福祉

サービス

の充実

シルバーハウジン

グ生活援助員派遣

事業

長寿介護

課

〔目的〕高齢者の日常生活における自立支援を行う｡

〔概要〕シルバーハウジング(府営三島丘住宅)入居者に生活援助員を

派遣し､暮らしに関する助言や援助を行う｡

〔対象〕27人

(3)高齢者

問題

目的に沿った支援を行うことが

できた。
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